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第１章 計画策定の趣旨、位置付け 

 

第１節 計画策定の趣旨 

国においては、東日本大震災の発生などを踏まえ、大規模自然災害等に備えた国土の全

域にわたる強靱な国づくりを推進するため、平成２５年１２月に「強くしなやかな国民生

活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」（以下「基本法」という。）

を制定し、平成２６年６月には「国土強靱化基本計画」（以下「国基本計画」という。）

が定められ、平成３０年１２月に見直しが行われた。 

また、鹿児島県においては、平成２８年３月に「鹿児島県地域強靱化計画」（以下「県

地域計画」という。）を策定し、令和２年３月に見直しが行われたところである。 

薩摩川内市国土強靱化地域計画（以下「市地域計画」という。）は、これまでに取り組

んできている防災・減災対策の取組を念頭に、今後の本市の強靱化に関する施策を、国基

本計画や県地域計画との調和を図りながら、国、県、民間事業者など関係者相互の連携の

下、総合的・計画的に推進するために策定するものである。 

市民生活や地域経済に影響を及ぼすリスクとしては、自然災害のほかに大規模事故やテ

ロ等も含めたあらゆる事象が想定されるが、気候変動の影響等により洪水・土砂災害が多

発していること、また、大規模な自然災害が発生すれば市域の広範囲に甚大な被害をもた

らすものとなることから、本計画では大規模な自然災害を主な対象としながら、薩摩川内

市地域防災計画及び薩摩川内市原子力防災計画との連携を十分図っていくものとする。 
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第２節 本計画の位置付け 

市地域計画は、基本法第１３条に基づく国土強靱化地域計画として策定するものであり、

第２次薩摩川内市総合計画との調和を図るとともに、地域強靱化の観点から、本市におけ

る様々な分野の計画等の指針となるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薩 摩 川 内 市 総 合 計 画 

薩摩川内市国土強靱化地域計画 

整合 

調和 

国土強靱化に 
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個別計画の 

指針 

個 別 計 画 
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薩摩川内市地域防災計画 薩摩川内市原子力防災計画 

薩摩川内市交通安全計画 薩摩川内市国民保護計画 

薩摩川内市災害時要援護者 

避難支援計画 

薩摩川内市 

橋梁長寿命化修繕計画 

薩摩川内市 

都市計画マスタープラン 

薩摩川内市建築物 

耐震改修促進計画 
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第２章 基本的な考え方 

 

第１節 基本目標 

次の４つを基本目標とする。 

 

① 人命の保護が最大限図られる。 

② 市及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持される。 

③ 市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化が図られる。 

④ 迅速な復旧復興が図られる。 

 

第２節 事前に備えるべき目標 

本市における強靱化を推進する上での事前に備えるべき目標として、次の８つを設定す

る。 

 

① 直接死を最大限防ぐ。 

② 救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環

境を確保する。 

③ 必要不可欠な行政機能を確保する。 

④ 必要不可欠な情報通信機能・情報サービスを確保する。 

⑤ 経済活動を機能不全に陥らせない。 

⑥ 必要最低限の上下水道、電気等を確保するとともに、これらを早期に復旧させる。 

⑦ 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない。 

⑧ 社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する。 

 

第３節 基本的な方針 

地域強靱化の理念を踏まえ、事前防災及び減災その他迅速な復旧復興等に資する大規模

自然災害に備えた強靱な地域づくりについて、過去の災害から得られた経験を最大限活用

しつつ、次の方針に基づき推進する。 

 

１ 地域強靱化の取組姿勢 

・ 市の強靱性を損なう本質的原因をあらゆる側面から検証し、取組を推進する。 

・ 短期的な視点によらず、長期的な視野を持った計画的な取組を推進する。 

２ 適切な施策の組み合わせ 

・ ハード対策とソフト対策を適切に組み合わせ、効果的に施策を推進する。 

・ 「自助」、「共助」及び「公助」を適切に組み合わせ、官と民が適切に連携及び

役割分担して取り組む。 

・ 非常時に防災・減災等の効果を発揮するのみならず、平時にも有効活用される対

策となるように工夫する。 
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３ 効率的な施策の推進 

・ 既存の社会資本の有効活用等により、費用を縮減し、効率的に施策を推進する。 

・ 施設等の効率的かつ効果的な維持管理に資する。 

・ 人命を保護する観点から、関係者の合意形成を図りつつ、土地の合理的利用を促

進する。 

４ 地域の特性に応じた施策の推進 

・ 人のつながりやコミュニティ機能を向上させるとともに、地域における強靱化推

進の担い手が活動できる環境整備に努める。 

・ 女性、高齢者、子ども、障害者、観光客等に十分配慮して施策を講じる。 

・ 地域の特性に応じて、自然との共生、環境との調和及び景観の維持に配慮する。 
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第３章 市の地域特性及び災害想定 

 

第１節 本市の地域特性 

１ 地形・地質の概要 

⑴ 地形 

本市は、鹿児島県の西北部に位置する本土区域と、上甑島、中甑島、下甑島で構成

される甑島区域に分かれ、総面積６８２．９２ｋ㎡を有している。 

市域は、東シナ海に面した海岸線、市街地部を流れる一級河川・川内川や藺牟田池

を始めとする緑豊かな山々や湖、地形の変化の美しい甑島、各地の温泉など、多種多

様な自然環境を有している。 

◆本市の自然的防災上の特徴 

 

 

 

 

 

本土地域は、九州の三大河川の一つである川内川の下流域を占め、九州山地の一部

紫尾・八重山山系に周囲を抱かれ、大小段丘、中小河川、湖、平野部と変化に富んだ

地形を形成している。また、甑島地域は、南北に細長い島で中心部を山地が縦貫し、

東海岸は海岸線が出入りした良港に恵まれるが、西海岸は絶壁地帯が多く、秋から冬

にかけての季節風による強風・波浪が続く日が多い。 

これらの多彩で美しい自然環境も、夏から秋にかけては豪雨や台風が襲来し、住家

を始め、農作物や海岸近くの諸施設に甚大な被害をもたらしている。 

⑵ 地質 

本土地域の地質は、海岸河口域で安山岩を基盤とし、その上層部に砂丘、砂層が発

達し、各河川の流域は、沖積された砂礫層、砂交り礫質、粘土層、ローム層その他主

として洪積層から構成されている。また、甑島地域では、上甑島の古第三期の砂岩・

頁岩互層と下甑島の紫尾山系と同様な花崗岩類からなる地質に代表される。 

本県地質の特徴とされているシラス土壌の分布は、川内川の河口付近の市街地部で

シラス土壌の分布割合は低く、東側に火山岩類安山岩とともに広く分布する。 

 

※ シラス土壌は、火山灰で相当の軽石と少量の安山岩、水成岩の礫を含んでいるが、

普通土砂の比重約２．６に比し、シラスは２．３程度で、比較的水に運ばれやすい

土壌である。 

 

２ 気象概況 

気象は、一般に広大な地域にわたる現象であるので、鹿児島県全域の概況と本市の部

分的事情を考慮して、鹿児島県地域防災計画及び本市の諸資料から分析した概況は次の

とおりである。 

①九州の三大河川の一つで、豊富な水量が流下する川内川の下流域を占める。 

②紫尾・八重山山系に囲まれ、九州山地から段丘、平野部と変化に富んだ地形を形成 

③絶壁、リアス式などの特異な地形を持つ甑島（高潮・海上交通の孤立化の懸念） 

④水と緑と海洋の良好な自然（過去に洪水・高潮・地震など各種災害を経験） 
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鹿児島県は、日本列島の最南端に位置し、気象は、海岸を黒潮及びその分流の対馬暖

流に洗われ、一般に温暖多雨で陽光に恵まれた温帯から亜熱帯性気候帯に属している。

本市は温帯に属し、海岸地帯と東側山間部とに多少の差が見られ、わずかに１１月から

３月頃までの間に霜と、年に数日の雪を見る程度である。 

気温は、年間平均１７～１８℃位である。年間降水量は約２，０００ミリで、５～８

月に集中する傾向がある。 

また、市域は、川内川等の影響で濃霧が多く、年間およそ４０日程度濃霧が発生し、

特に１１月～２月頃が多い。 

 

３ 人口 

総人口は昭和３０年から昭和５０年にかけて一度減少し、１００，０００人を割り

込んでいた。その後、昭和６０年にかけて９，０００人弱増加し１０８，１０５人と最

近でのピークを迎えた後、減少に転じ、平成２２年には再び１００，０００人を割り込

み、平成２７年の国勢調査において９６,０７６人となっている。 

今後も人口減少が続くものと見られ、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると

本市の将来人口は、令和２７年（２０４５年）には６９,８３５人、高齢化率（総人口に

占める６５歳以上の人口割合）３８．９%になると見込まれている。 
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第２節 対象とする自然災害 

１ 風水害 

本市の過去の気象災害のうち、特に被害が大きいのは大雨及び台風である。これは、

６月～８月にかけて年間降水量の約半分を占めるような大雨が降ることが多く、また、

九州の南部に位置する本市は、台風の通り道にあり、勢力が強い段階で猛威にさらされ

やすいことが最大の原因である。 

 

【想定災害】 

既往風水害のうち、排水ポンプ施設が整備された昭和６２年以降において、最大

規模であった平成１８年７月２２日～２３日にかけての大雨（県北部豪雨災害）と

同程度の豪雨に加え、平成１１年９月２４日に襲来した台風１８号による大雨・暴

風と同程度の台風による被害が懸念されるため、これらと同程度の災害を想定災害

として位置付ける。 

 

想定される被害の総括表【薩摩川内市】 
想定項目＼災害名 

＼年月日 

県北部豪雨災害 

（平成 18 年 7 月） 

台 風 18 号 

（平成 11 年 9 月） 

気象概況 

・連続降雨量 

770 ㎜ 

・最大瞬間風速・風向 

51ｍ/s 

・連続降雨量 

87 ㎜ 

人
的
被
害 

死者数 

行方不明 

重傷 

軽傷 

 1 

 - 

 - 

 - 

名 

名 

名 

名 

 - 

 - 

 - 

11 

名 

名 

名 

名 

建
物
被
害 

全壊 

半壊 

一部破損 

床上浸水 

床下浸水 

 9 

61 

 4 

18 

83 

戸 

戸 

戸 

戸 

戸 

        3 

        6 

2,922 

        3 

       10 

戸 

戸 

戸 

戸 

戸 

 

２ 地震・津波 

県本土は、九州でも比較的有感地震の発生が少ない地域であるが、平成２８年４月に

発生した熊本地震のように、今後大きな災害を引き起こす地震が発生することが十分考

えられる。 

 

【想定災害】 

市地域計画が前提とする想定地震は、鹿児島県の地震・津波の想定を考慮した上

で、県西部直下及び甑島列島東方沖を震源とした震度６強を想定する。 

想定地震 最大震度 

１ 県西部直下の地震（本土） 震度６強 

２ 甑島列島東方沖の地震（甑島） 震度６強 
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■■■■■■ 主な被害想定結果 －被害が最大となるケース－ 【本市分】■■■■■■ 

⑴ 建物被害 ： 全壊・焼失棟数(棟） 

薩

摩

川

内

市 

最大被災ケース 

液状化 揺れ 斜面崩壊 津波 火災 合計 

（参考） 

堤防の機

能不全に

よる増分 
想定地震等 

季節 

・ 

時刻 

県西部直下 冬 18 時 1,800 560 20 － 160 2,500 － 

（注1）－：わずか（５棟未満） 

（注2）被害想定の数値は概数であるため、ある程度幅をもって見る必要がある。また、四捨五入の関係で合計が合わない。 

（注3）堤防条件は、堤防あり（ただし、津波が堤防を越流すると当該堤防は破堤する。）とする。また、地震動により堤防が機能しな

くなる場合の増分「堤防の機能不全による増分」を参考として示す。 

 

⑵ 人的被害 ： 死者数(人) 

薩

摩

川

内

市 

最大被災ケース  

斜面崩壊 津波 
火

災 

ブ ロ ッ ク

塀・自動販

売機等の転

倒、屋外落

下物 

合計 

（参考） 

堤防の機能

不全による

増分 

想定地震等 

季節 

・ 

時刻 

建物倒壊 (うち屋内収容物

移動・転倒(屋内

転倒物)、屋内落

下物) 

甑島列島東方沖 冬深夜 - - - 390 - - 390 0 
（注1）-：わずか（５人未満） 

（注2）被害想定の数値は概数であるため、ある程度幅をもって見る必要がある。 

（注3）堤防条件は、堤防あり（ただし、津波が堤防を越流すると当該堤防は破堤する。）とする。また、地震動により堤防が機能しな

くなる場合の増分「堤防の機能不全による増分」を参考として示す。 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

■鹿児島県被害予測調査による想定地震の概要 

 

地震（震源） 
マグニ 

チュード 

本土 
甑島 
の別 

最大 
震度 

最大津波 

到達時間 
（分） 

津波高 
（ｍ） 

鹿児島湾直下 ７．１ 
本土 ５強 １７５ １．６１ 

甑島 ４ ９０ １．５８ 

県西部直下 
【市来断層帯（市来区間）近辺】 

７．２ 
本土 ６強 １２ ３．０８ 

甑島 ５強 ３９ ２．２３ 

甑島列島東方沖 
【甑断層帯（甑区間）近辺】 

７．５ 
本土 ６弱 ３０ ４．７６ 

甑島 ６強 １９ ９．５２ 

県北西部直下 
【出水断層帯近辺】 

７．０ 
本土 ５強 － － 

甑島 ５弱 － － 

南海トラフ 
【東海・東南海・南海・日向灘（４連動）】 

９．１ 
本土 ５強 ３０７ ３．０４ 

甑島 ５強 １１３ ３．７７ 

種子島東方沖 ８．２ 
本土 ５強 １８０ ２．２０ 

甑島 ５弱 １６３ ２．７９ 

トカラ列島太平洋沖 ８．２ 
本土 ４ １３９ ３．４３ 

甑島 ４ １０６ ５．７８ 

奄美群島太平洋沖（北部） ８．２ 
本土 ３ １４７ ２．４５ 

甑島 ３ ２１７ ３．７７ 

奄美群島太平洋沖（南部） ８．２ 
本土 ２ １６１ ２．２３ 

甑島 ２ １７４ ２．７４ 

桜島海底噴火 － 
本土 － － － 

甑島 － － － 

（注）－：発生しない。 

出典：鹿児島県地震等災害被害予測調査（平成２６年２月） 
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第４章 脆弱性評価 

第１節 リスクシナリオ 

本市で想定される大規模自然災害に対して、最悪の事態を回避するための施策を検討す

るため、国基本計画や県地域計画、本市の地域特性等を踏まえ、国基本計画に準じ、８つ

の「事前に備えるべき目標」と３１の「リスクシナリオ」を、次のとおり設定した。 

事前に備えるべき目標 リスクシナリオ 

１ 直接死を最大限防ぐ 

1-1 
住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊による多数
の死傷者の発生 

1-2 
密集市街地や不特定多数が集まる施設における大規模火災
による多数の死傷者の発生 

1-3 広域にわたる大規模津波等による多数の死傷者の発生 

1-4 
突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の
死傷者の発生 

1-5 土砂災害等による多数の死傷者の発生 

２ 

救助・救急、医療活動等
が迅速に行われるととも
に、被災者等の健康・避
難生活環境を確保する 

2-1 食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の停止 
2-2 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 
2-3 消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 
2-4 想定を超える大量の帰宅困難者の発生、混乱 

2-5 
医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途
絶、エネルギー供給の途絶による医療機能の麻痺 

2-6 疫病・感染症等の大規模発生 

2-7 
劣悪な避難生活環境等、不十分な健康管理による多数の被
災者の健康状態の悪化・死者の発生 

３ 
必要不可欠な行政機能を
確保する 

3-1 市職員・施設等の被災による行政機能の大幅な低下 

４ 
必要不可欠な情報通信機
能・情報サービスを確保
する 

4-1 
災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収
集・伝達ができず、避難行動や救助・支援が遅れる事態 

５ 
経済活動を機能不全に陥
らせない 

5-1 サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下 
5-2 重要な産業施設の損壊、火災、爆発等 

5-3 
基幹的陸上海上交通ネットワークの機能停止による物流・
人流への甚大な影響 

5-4 食料等の安定供給の停滞 
5-5 災害等による用水供給途絶に伴う生産活動への甚大な影響 

６ 

必要最低限の上下水道、
電気等を確保するととも
に、これらを早期に復旧
させる 

6-1 
ライフライン（上水道、汚水処理施設、電気等）の長期間
にわたる機能の停止 

6-2 交通インフラの長期間にわたる機能停止 

７ 
制御不能な複合災害・二
次災害を発生させない 

7-1 地震に伴う市街地の大規模火災による多数の死傷者の発生 
7-2 海上・臨海部の広域災害の発生 
7-3 沿線・沿道の建物倒壊による直接的な被害及び交通麻痺 

7-4 
ため池、防災インフラ等の損壊・機能不全による多数の死
傷者の発生 

7-5 有害物質等の大規模拡散・流出 
7-6 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

８ 
社会・経済が迅速かつ従
前より強靱な姿で復興で
きる条件を整備する 

8-1 
大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅
に遅れる事態 

8-2 
復興を支える人材等の不足、より良い復興に向けたビジョ
ンの欠如等により復興できなくなる事態 

8-3 
広域地盤沈下等による浸水被害の発生により復興が大幅に
遅れる事態 

8-4 
貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩
壊等による有形・無形の文化の衰退・損失 



- 10 - 

 

第２節 脆弱性評価結果 

３１の「リスクシナリオ」ごとに、本市が取り組んでいる施策や事業について、その取

組状況や現状の課題などを整理し、次のとおり脆弱性評価を行った。 

 

１ 直接死を最大限防ぐ 

１－１ 住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊による多数の死傷者の発生 

（住宅・建築物の耐震化の促進） 

① 大規模地震が発生した場合、市街地における住宅・建築物の倒壊により、多数の人的被

害が想定される。このため、住宅・建築物の耐震化を促進する必要がある。 

 

（交通施設の耐震化） 

② 大規模地震が発生した場合、交通施設の複合的な倒壊により、交通網が阻害され、避難

や応急対応に障害が及ぶことが想定される。このため、交通施設の耐震化を促進する必要

がある。 

 

（無電柱化等の推進） 

③ 大規模地震が発生した場合、電柱の倒壊により道路交通が阻害され、避難に障害が及ぶ

ことが想定される。このため、倒壊した電柱の早期撤去・復旧に向けた民間事業者との情

報共有及び連携体制の強化を図るとともに、市街地等における道路の無電柱化を進め、災

害時にも確実な避難や応急対策活動ができるよう道路の安全性を高める必要がある。 

 

（公共施設の耐震化の推進） 

④ 発災後の活動拠点となる公共施設が被災すると、避難や救助活動等に障害を及ぼすこと

が想定される。このため、公共施設等について、耐震化を推進する必要がある。 

 

（防災訓練や防災教育等の推進） 

⑤ 地区コミュニティ協議会や自治会、学校、職場等を通じ、継続的に防災訓練や防災教育

を推進する必要がある。 

 

１－２ 密集市街地や不特定多数が集まる施設における大規模火災による多数の死傷者の発

生 

（土地区画整理事業等の推進） 

① 大規模地震等が発生した場合、住宅密集地や市街地において大規模火災が発生し、多数

の死傷者が発生するなどの被害が想定される。このため、都市の密集市街地等における災

害に強いまちづくりを推進する必要がある。 

 

（消防団や自主防災組織等の充実強化） 

② 消防団や自主防災組織等の充実強化を促進するとともに、地区防災計画制度の普及・啓

発など、学校や職場、地域の自治組織等を通じ、継続的に防災訓練や防災教育を推進する

必要がある。 
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（大規模地震時の電気火災対策の推進） 

③ 大規模地震時における電気を起因とする火災の発生を抑制するために、地震時の電気火

災等の防火対策の推進等を図る必要がある。 

 

１－３ 広域にわたる大規模津波等による多数の死傷者の発生 

（避難場所や避難路の確保、避難所の耐震化の促進等） 

・ 広域にわたる大規模津波が発生した際に、避難行動に遅れが生じると多数の死傷者が発

生することが想定される。そのため、津波防災地域づくり、地域の防災力を高める避難場

所や避難路の確保、避難所等の耐震化等の取組を推進し、関係機関が連携して広域的かつ

大規模な災害発生時の対応策について検討する必要がある。 

 

１－４ 突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生 

（河川改修等の治水対策） 

① 過去に大きな浸水被害が発生した河川において、現在、河道掘削、築堤等の整備を推進

しているが、近年、気候変動による集中豪雨の発生が増加傾向にあり、大規模洪水による

甚大な浸水被害が懸念される。このため、現在の取組について、整備の必要性、緊急性、

地元の協力体制など、優先度を総合的に判断しながら、より一層の整備推進を図る必要が

ある。 

 

（雨量や河川水位などの防災情報の提供） 

② 異常気象等による豪雨の場合、浸水により住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれが

ある。また、現在、洪水により相当な損害を生ずるおそれのある河川において、県が策定

した浸水想定区域図を基に、河川ハザードマップの策定を行っているところである。今後、

多様かつ激甚化する災害に対して、円滑な警戒避難体制の構築を図るため、各種ハザード

マップの作成、雨量や河川水位などの防災情報の提供など、ソフト対策を推進する必要が

ある。 

 

（ダムの老朽化対策の推進） 

③ 異常気象等による豪雨の場合、ダムの損壊等による洪水により、住民等の生命・身体に

危害が生ずるおそれがある。既設ダムについては、予防保全対策などを計画的に実施し、

長寿命化によるトータルコストの縮減・平準化を図るとともに、適切に整備、維持管理、

更新を行う必要がある。 

 

（河川管理施設の老朽化対策の推進） 

④ 異常気象等による豪雨の場合、河川管理施設の損壊等による浸水により、住民等の生命・

身体に危害が生ずるおそれがある。河川管理施設については、予防保全対策などを計画的

に実施し、長寿命化によるトータルコストの縮減・平準化を図るとともに、河川管理施設

等を適切に整備、維持管理、更新を行う必要がある。 
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（雨水ポンプ施設の老朽化対策の推進） 

⑤ 異常気象等による豪雨の場合、内水面の上昇による浸水により、住民等の生命・身体に

危害が生ずるおそれがある。雨水ポンプ施設については、施設の機能を維持するために耐

水化・防水化を図りつつ、老朽化に伴う施設の更新を計画的に実施し、長寿命化によるト

ータルコストの縮減・平準化を図るとともに、適切に整備、維持管理、更新を行う必要が

ある。 

 

１－５ 土砂災害等による多数の死傷者の発生 

（治山事業の推進） 

① 集中豪雨の発生頻度の増加等により、林地の崩壊など山地災害の発生が懸念される。こ

のため、山地災害のおそれのある山地災害危険地区について、治山事業により、治山施設

や森林の整備を推進する必要がある。 

 

（土砂災害対策の推進） 

② 土砂災害危険箇所における整備率は未だ低い状況である。このため、市民の生命・財産

を守るための砂防関係施設の計画的な整備を推進し、土砂災害に対する安全度の向上を図

る必要がある。 

 

（がけ地等に近接する危険住宅の移転促進及び危険廃屋等の解体撤去促進） 

③ がけ地の崩壊等により、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に建っている危険

住宅の安全な場所への移転を促進する必要がある。また、適正に管理が行われていない危

険廃屋が、防災面において地域住民へ深刻な影響を及ぼしているため、解体撤去を促進す

る必要がある。 

 

（警戒避難体制の整備等、土砂災害警戒区域等の周知） 

④ 土砂災害が発生するおそれのある土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難

体制の整備等を図るため、県が指定した土砂災害警戒区域等を基に、土砂災害に対する安

全度の向上を図る必要がある。また、豪雨により土砂災害が生じるおそれがあるため、引

き続き、防災行政無線や市ホームページ等による広報に努めていく必要がある。 
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２ 救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を

確保する 

２－１ 食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の停止 

（水道施設等の耐震化等の推進） 

① 災害時等において水道施設が被災した場合、市民生活や社会活動に必要不可欠な水の供

給に支障を来すおそれが想定される。このため、水道施設等における被害の発生を抑制し

影響を小さくするため、水道施設等の耐震化等を推進する必要がある。 

 

（物資輸送ルートの確保） 

② 大規模自然災害が発生した際、避難、支援、輸送のためのルートが寸断され、被災地で

の食料・飲料水等、生命に関わる物資供給が長期停止することが想定される。このため、

道路施設などの耐震性等の機能強化を推進するとともに、緊急輸送機能の軸となる交通ネ

ットワーク構築や輸送モード間の連携等による複数輸送ルートの確保や関係機関との協力

体制の強化を図る必要がある。 

 

（港湾・漁港施設の耐震化） 

③ 大規模自然災害が発生した際、海上からの物資等輸送ができなければ、離島被災地及び

陸上交通が寸断した被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給が停止することが

想定される。このため、海上からの物資等輸送ルートを確保できるよう、拠点となる港湾・

漁港の耐震強化岸壁を始めとする係留施設・緑地・臨港道路等の整備を進める必要がある。 

 

（高規格幹線道路及び地域高規格道路等の整備促進） 

④ 災害時の緊急輸送を確保するため、高規格幹線道路及び地域高規格道路等の緊急輸送道

路の整備や、冗長性の向上、高速交通ネットワークの構築が進められているが、本県の高

規格幹線道路及び地域高規格道路の供用率は全国平均に対して遅れており、整備を促進す

る必要がある。 

 

（備蓄物資の供給体制等の強化） 

⑤ 備蓄物資や流通備蓄物資の搬出・搬入について、適正かつ迅速な物資の確保を行うため、

関係機関との連携や調整などを強化する必要がある。 

 

（救急医療体制の充実・強化） 

⑥ 救急医療体制を充実・強化するため、県の運航するドクターヘリが安定した運用ができ

るよう、県及び関係機関との連携を強化する必要がある。 

 

（医療用資機材・医薬品の供給体制の整備） 

⑦ 本市には二次医療機関の済生会川内病院や川内市医師会立市民病院等多くの医療機関が

あるが、大規模災害発生時には、医療用資機材・医薬品等が不足するおそれがあるため、

関係団体と災害時応援協定を締結し、災害救助に必要な医療用資機材・医薬品等の供給体

制の整備を図るとともに、円滑な供給体制の構築に努める必要がある。 
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（医療用資機材・医薬品の備蓄） 

⑧ 大規模災害発生初動期には、医療救護用の医薬品等の流通確保が難しくなるおそれがあ

るため、備蓄品目の見直しや更新を行うとともに、適正な保管管理を行う必要がある。 

 

（輸血用血液製剤の確保） 

⑨ 大規模災害時には、輸血用の血液製剤が不足するおそれがあるため、血液が的確に確保

されるよう、血液センターと連携して、需要に見合った献血の確保を行うとともに、血液

が円滑に現場に供給されるよう措置を講ずる必要がある。 

 

（二次医療機関等との連携強化） 

⑩ 大規模災害発生時に、迅速な医療が提供できるよう、本市の二次医療機関等との連携を

強化する必要がある。 

 

２－２ 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

（物資輸送ルートの確保）（再掲２－１） 

① 大規模自然災害が発生した際、避難、支援、輸送のためのルートが寸断され、被災地で

の食料・飲料水等、生命に関わる物資供給が長期停止することが想定される。このため、

道路施設などの耐震性等の機能強化を推進するとともに、緊急輸送機能の軸となる交通ネ

ットワーク構築や輸送モード間の連携等による複数輸送ルートの確保や関係機関との協力

体制の強化を図る必要がある。 

 

（道路寸断による孤立集落の発生防止対策） 

② 災害発生時には、道路の寸断により孤立集落が発生するおそれがある。このため、既存

施設等の点検等の結果を踏まえ、防災対策及び老朽化対策を要する箇所についてのハード

対策を着実に行い、災害に強い道路づくりを推進する必要がある。 

 

（港湾・漁港施設の耐震化）（再掲２－１） 

③ 大規模自然災害が発生した際、海上からの物資等輸送ができなければ、離島被災地及び

陸上交通が寸断した被災地での食料・飲料水等生命に関わる物資供給が停止することが想

定される。このため、海上からの物資等輸送ルートを確保できるよう、拠点となる港湾・

漁港の耐震強化岸壁を始めとする係留施設・緑地・臨港道路等の整備を進める必要がある。 

 

２－３ 消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

（消防施設、情報通信機能の耐災害性の強化） 

① 地域における活動拠点となる消防施設の耐災害性を強化する必要がある。また、情報通

信機能の耐災害性の強化、高度化を推進する必要がある。 

 

（消防の体制等強化） 

② 大規模自然災害時には、特に発災直後に消防力を上回る火災、救助、救急事案が同時に

多発する可能性があり、消防力が劣勢になることが想定されるため、活動人員の確保を図
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るとともに、緊急消防援助隊など応援隊の受入体制を整備し、消火・救助・救急活動等が

迅速に行われる体制を構築する必要がある。 

 

（災害対応業務の標準化・共有化） 

③ 災害対応において、関係機関ごとに体制や資機材、運営要領が異なることから、災害対

応業務の標準化、情報の共有化に関する検討を行い、必要な事項について標準化を推進す

るとともに、明確な目標の下に合同訓練等を実施し、災害対応業務の実効性を高めていく

必要がある。 

 

（ＤＭＡＴの受入体制の整備） 

④ 済生会川内病院において、災害発生直後の急性期（概ね４８時間以内）に救命救急活動

が開始できるよう、県知事の派遣要請により市外から派遣される災害派遣医療チーム（ 

ＤＭＡＴ）の受入体制を整備するため、県と連携して取組を進める必要がある。 

 

２－４ 想定を超える大量の帰宅困難者の発生、混乱 

（備蓄物資の供給体制等の強化）（再掲２－１） 

① 備蓄物資や流通備蓄物資の搬出・搬入について、適正かつ迅速な物資の確保を行うため、

関係機関との連携や調整などを強化する必要がある。 

 

（一時滞在施設の確保） 

② 帰宅困難者の受入れに必要な一時滞在施設の確保を図るとともに、当該施設における飲

料水や食料等の備蓄を促進する必要がある。 

 

２－５ 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途

絶による医療機能の麻痺 

（高規格幹線道路及び地域高規格道路等の整備促進）（再掲２－１） 

① 災害時の緊急輸送を確保するため、高規格幹線道路及び地域高規格道路等の緊急輸送道

路の整備や、冗長性の向上、高速交通ネットワークの構築が進められているが、本県の高

規格幹線道路及び地域高規格道路の供用率は全国平均に対して遅れており、整備を促進す

る必要がある。 

 

（港湾・漁港施設の耐震化）（再掲２－１） 

② 大規模自然災害が発生した際、海上からの物資等輸送ができなければ、離島被災地及び

陸上交通が寸断した被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給が停止することが

想定される。このため、海上からの物資等輸送ルートを確保できるよう、拠点となる港湾・

漁港の耐震強化岸壁を始めとする係留施設・緑地・臨港道路等の整備を進める必要がある。 

 

（救急医療体制の充実・強化）（再掲２－１） 

③ 救急医療体制を充実・強化するため、県の運航するドクターヘリが安定した運用ができ

るよう、県及び関係機関との連携を強化する必要がある。 
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（二次医療機関等との連携強化）（再掲２－１） 

④ 大規模災害発生時に、迅速な医療が提供できるよう、本市の二次医療機関等との連携を

強化する必要がある。 

 

（災害時の医療機関の対応マニュアルの作成） 

⑤ 災害時の医療体制を確保するため、医療機関が自ら被災することも想定した病院防災マ

ニュアル及び業務継続計画（ＢＣＰ）の作成を促進する必要がある。 

 

（ＤＭＡＴの受入体制の整備）（再掲２－３） 

⑥ 済生会川内病院において、災害発生直後の急性期（概ね４８時間以内）に救命救急活動

が開始できるよう、県知事の派遣要請により市外から派遣される災害派遣医療チーム（ 

ＤＭＡＴ）の受入体制を整備するため、県と連携して取組を進める必要がある。 

 

（災害医療コーディネート体制の整備） 

⑦ 災害対策本部が設置された場合に、医療チームの配置調整などを行うコーディネート機

能が発揮できる体制について検討を行う必要がある。 

 

（医療救護活動の体制整備） 

⑧ 本市には二次医療機関の済生会川内病院や川内市医師会立市民病院等多くの医療機関が

あるが、大規模災害発生時には、救護所等で活動する医療従事者の確保が必要となるため、

県医師会や他の医療機関などと連携し、医療救護活動等の体制整備に努める必要がある。 

 

２－６ 疫病・感染症等の大規模発生 

（感染症の発生・まん延防止） 

① 浸水被害等により、感染症の病原体に汚染された場所が発生するおそれがある。感染症

の発生予防・まん延防止のため、消毒指示等を行う保健所との連携に努める必要がある。 

 

（下水道ＢＣＰの見直し） 

② 大規模地震等が発生した場合、下水施設が被災し、長期間にわたる機能停止のおそれや

疫病・感染症等の大規模発生が想定される。このため、下水道ＢＣＰを見直し、下水を速

やかに排除、処理する体制を整える必要がある。 
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２－７ 劣悪な避難生活環境等、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状態の悪化・

死者の発生 

（公共施設の耐震化の推進）（再掲１－１） 

① 発災後の活動拠点となる公共施設が被災すると避難や救助活動等に障害を及ぼすことが

想定される。このため、公共施設等について、耐震化を推進する必要がある。 

 

（電力供給遮断時の電力確保） 

② 防災拠点において、災害応急対策の指揮、情報伝達等のための電力を確保する必要があ

る。なお、再生可能エネルギー設備に係るコストを考慮した場合、再生可能エネルギー電

源の供給エリアを限定することとなるため、非常用発電機との併用や独立型ＬＥＤ街路灯

（スマコミライト）の活用、その他運用方法の工夫等により設備利用の効率化を図る必要

がある。 

 

（避難所の施設整備） 

③ 非常用電源などの防災機能の充実を図るとともに、バリアフリー化等の施設整備を図る

必要がある。 

 

（避難所の環境整備） 

④ 避難所における安全性及び良好な居住性の確保など、避難所に滞在する避難者の生活環

境の整備に取り組む必要がある。 

 

（避難所運営マニュアルの見直し） 

⑤ 地震発生時に避難所の運営が円滑に行われるよう、高齢者などの要配慮者や女性、子ど

ものニーズへの対応等を盛り込んだ避難所運営マニュアルの見直しを検討する必要がある。 
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３ 必要不可欠な行政機能を確保する 

３－１ 市職員・施設等の被災による行政機能の大幅な低下 

（公共施設の耐震化の推進）（再掲１－１） 

① 発災後の活動拠点となる公共施設が被災すると避難や救助活動等に障害を及ぼすことが

想定される。このため、公共施設等について、耐震化を推進する必要がある。 

 

（電力供給遮断時の電力確保）（再掲２－７） 

② 防災拠点において、災害応急対策の指揮、情報伝達等のための電力を確保する必要があ

る。なお、再生可能エネルギー設備に係るコストを考慮した場合、再生可能エネルギー電

源の供給エリアを限定することとなるため、非常用発電機との併用や独立型ＬＥＤ街路灯

（スマコミライト）の活用、その他運用方法の工夫等により設備利用の効率化を図る必要

がある。 

 

（情報通信インフラの確保） 

③ 災害等による情報通信インフラの麻痺・停止等に対応するため、本庁舎や出先機関を中

心に、情報通信機能を強化する必要がある。 

 

（自治体ＢＣＰの策定等） 

④ 本市における業務継続計画（ＢＣＰ）の策定、見直し及び実効性向上を促進すること等

により、業務継続体制を強化する必要がある。 

 

 

４ 必要不可欠な情報通信機能・情報サービスを確保する 

４－１ 災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず、避難行

動や救助・支援が遅れる事態 

（情報伝達手段の多様化） 

① Ｊアラートの自動起動装置の活用や防災行政無線機能の維持・管理、Ｌアラート情報の

迅速かつ確実な伝達の推進、消防等の通信基盤･施設の堅牢化・高度化、インターネットの

活用、ＦＭさつませんだいとの協定等により、情報伝達手段の多様化を図る必要がある。

また、旅行者や高齢者・障害者等にも配慮した情報提供手段を確保する必要がある。 

 

（情報通信インフラの確保）（再掲３－１） 

② 災害等による情報通信インフラの麻痺・停止等に対応するため、本庁舎や出先機関を中

心に、情報通信機能を強化する必要がある。 
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５ 経済活動を機能不全に陥らせない 

５－１ サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下 

（道路網の確保） 

① 大規模自然災害が発生し、道路施設等が被災するとサプライチェーンが寸断され、企業

生産力低下による企業活動等の停滞が想定される。このため、道路の防災、震災対策及び

老朽化対策や洪水･土砂災害・津波･高潮対策等を推進する必要がある。 

 

（港湾施設の耐震・耐波性能等の強化） 

② 大規模自然災害が発生した際、海上からの物資等輸送ができなければ、サプライチェー

ンが寸断され、企業生産力低下による企業活動の停滞が想定される。このため、海上から

の物資等輸送ルートを確保できるよう、拠点港湾の耐震強化岸壁を始めとする係留施設・

緑地・臨港道路等の整備を進める。また、離島港湾等の静穏度向上を図る外郭施設等の整

備を進めるとともに、港湾施設の耐波性能等の強化を推進する必要がある。 

 

（高規格幹線道路及び地域高規格道路等の整備促進）（再掲２－１） 

③ 災害時の緊急輸送を確保するため、高規格幹線道路及び地域高規格道路等の緊急輸送道

路の整備や、冗長性の向上、高速交通ネットワークの構築が進められているが、本県の高

規格幹線道路及び地域高規格道路の供用率は全国平均に対して遅れており、整備を促進す

る必要がある。 

 

（企業におけるＢＣＰ策定等の支援） 

④ 企業が災害時に重要業務を継続するための業務継続計画（ＢＣＰ）の策定や、不測の事

態においても事業を継続するための業務継続マネジメント（ＢＣＭ）の構築についての支

援情報の周知・広報に努める必要がある。 

 

５－２ 重要な産業施設の損壊、火災、爆発等 

（装備資機材の充実強化及び災害対応訓練の継続実施） 

・ 災害による死傷者を最小化するため、装備資機材の充実強化を推進するとともに、災害

対応訓練を継続実施し、対処能力の向上を図る必要がある。 

 

５－３ 基幹的陸上海上交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響 

（港湾施設の耐震・耐波性能等の強化）（再掲５－１） 

① 大規模自然災害が発生した際、海上からの物資輸送ができなければ、物流機能等の大幅

な低下が想定される。このため、海上からの物資輸送ルートを確保できるよう、拠点港湾

の耐震強化岸壁を始めとする係留施設・緑地・臨港道路等の整備を進める。 

 

（道路の防災対策の推進） 

② 道路施設が被災すると避難・救助活動、応急復旧活動等に障害が及ぶことが想定される。

このため、地震・津波・洪水・土砂災害・高潮・高波対策等の道路の防災対策を推進する

必要がある。 
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（高規格幹線道路及び地域高規格道路等の整備促進）（再掲２－１） 

③ 災害時の緊急輸送を確保するため、高規格幹線道路及び地域高規格道路等の緊急輸送道

路の整備や、冗長性の向上、高速交通ネットワークの構築が進められているが、本県の高

規格幹線道路及び地域高規格道路の供用率は全国平均に対して遅れており、整備を促進す

る必要がある。 

 

５－４ 食料等の安定供給の停滞 

（道路網の確保）（再掲５－１） 

① 大規模自然災害が発生し、道路施設等が被災するとサプライチェーンが寸断され、食糧

の安定供給の停滞が想定される。このため、道路の防災、震災対策及び老朽化対策や洪水･

土砂災害・津波･高潮対策等を推進する必要がある。 

 

（漁港の機能保全） 

② 大規模自然災害により、漁港施設が被災した場合、漁業活動に支障が生じ、食料の安定

供給に多大な影響を及ぼすことが想定される。このため、大規模災害後でも早期に漁業活

動が再開でき、市場への水産物の流通を支援できるよう、流通や生産拠点となる漁港の主

要な陸揚げ施設等の耐震性能を確保する必要がある。施設の機能診断を行い、長寿命化を

図りつつ、対策を推進するための取組を充実する必要がある。 

 

（高規格幹線道路及び地域高規格道路等の整備促進）（再掲２－１） 

③ 災害時の緊急輸送を確保するため、高規格幹線道路及び地域高規格道路等の緊急輸送道

路の整備や、冗長性の向上、高速交通ネットワークの構築が進められているが、本県の高

規格幹線道路及び地域高規格道路の供用率は全国平均に対して遅れており、整備を促進す

る必要がある。 

 

（備蓄物資の供給体制等の強化）（再掲２－１） 

④ 備蓄物資や流通備蓄物資の搬出・搬入について、適正かつ迅速な物資の確保を行うため、

関係機関との連携や調整などを強化する必要がある。 

 

５－５ 災害等による用水供給途絶に伴う生産活動への甚大な影響 

（応急給水体制の整備） 

① 災害時等において水道施設が被災した場合、市民生活や社会活動に必要不可欠な水の供

給に支障を来すおそれがあることから、水道施設における被害の発生を抑制するとともに、

応急給水体制を整備する必要がある。 

 

（農業水利施設等の適切な維持管理） 

② かんがい用水のための川内右岸地区第２揚水機場を整備しているが、造成後年数が経過

し老朽化が進展していることから、関連施設の適切な維持管理に努め、川内右岸地区の農

業用水の安定的な供給を行う必要がある。 
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６ 必要最低限の上下水道、電気等を確保するとともに、これらを早期に復旧させる 

６－１ ライフライン（上水道、汚水処理施設、電気等）の長期間にわたる機能の停止 

（水道施設等の耐震化等の推進）（再掲２－１） 

① 災害時等において水道施設が被災した場合、住民生活や社会活動に必要不可欠な水の供

給に支障を来すおそれが想定される。このため、水道施設における被害の発生を抑制し影

響を小さくするため、水道施設等の耐震化等を推進する必要がある。 

 

（汚水処理施設の防災対策の強化） 

② 大規模地震等が発生した場合、汚水処理施設の被災により施設が使用不能となり、汚水

処理に支障を来すことが想定される。このため、老朽化が進行している汚水処理施設の更

新等を速やかに実施し、施設の安全性を高めるとともに、汚水処理施設の耐震対策等を推

進する必要がある。 

 

（小型合併処理浄化槽への転換の促進） 

③ 大規模地震等が発生した場合、浄化槽が被災し、長期間にわたり機能を停止するおそれ

がある。このため、個別処理の地域において、老朽化した単独処理浄化槽から災害に強い

合併処理浄化槽への転換を促進する必要がある。 

 

（下水道ＢＣＰの見直し）（再掲２－６） 

④ 大規模地震等が発生した場合、下水施設が被災し、長期間にわたる機能停止のおそれや

疫病・感染症等の大規模発生が想定される。このため、下水道ＢＣＰを見直し、下水を速

やかに排除、処理する体制を整える必要がある。 

 

（電力供給遮断時の電力確保）（再掲２－７） 

⑤ 防災拠点において、災害応急対策の指揮、情報伝達等のための電力を確保する必要があ

る。なお、再生可能エネルギー設備に係るコストを考慮した場合、再生可能エネルギー電

源の供給エリアを限定することとなるため、非常用発電機との併用や独立型ＬＥＤ街路灯

（スマコミライト）の活用、その他運用方法の工夫等により設備利用の効率化を図る必要

がある。 
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６－２ 交通インフラの長期間にわたる機能停止 

（高規格幹線道路及び地域高規格道路等の整備促進）（再掲２－１） 

① 災害時の緊急輸送を確保するため、高規格幹線道路及び地域高規格道路等の緊急輸送道

路の整備や、冗長性の向上、高速交通ネットワークの構築が進められているが、本県の高

規格幹線道路及び地域高規格道路の供用率は全国平均に対して遅れており、整備を促進す

る必要がある。 

 

（災害時の物資等輸送ルートの代替性・冗長性の確保） 

② 陸上輸送ルートの地震、津波、水害、土砂災害対策等を着実に進めるとともに、複数輸

送ルートの確保を図る必要がある。また、迂回路として活用できる農道等について、幅員、

通行可能過重等の情報を道路管理者間で共有する必要がある。 

 

（無電柱化等の推進）（再掲１－１） 

③ 大規模地震が発生した場合、電柱の倒壊により道路交通が阻害され、避難に障害が及ぶ

ことが想定される。このため、倒壊した電柱の早期撤去・復旧に向けた民間事業者との情

報共有及び連携体制の強化を図るとともに、市街地等における道路の無電柱化を進め、災

害時にも確実な避難や応急対策活動ができるよう道路の安全性を高める必要がある。 

 

（港湾・漁港施設の耐震化）（再掲２－１） 

④ 大規模自然災害が発生した際、海上からの物資等輸送ができなければ、離島被災地及び

陸上交通が寸断した被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給が停止することが

想定される。このため、海上からの物資等輸送ルートを確保できるよう、拠点となる港湾・

漁港の耐震強化岸壁を始めとする係留施設・緑地・臨港道路等の整備を進める必要がある。 
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７ 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

７－１ 地震に伴う市街地の大規模火災による多数の死傷者の発生 

（救助活動能力（体制、装備資機材）の充実向上） 

① 大規模地震災害など過酷な災害現場での救助活動能力を高めるため、消防等の体制・装

備資機材や訓練環境等の更なる充実強化・整備を図るとともに、通信基盤･施設の堅牢化・

高度化等を推進する必要がある。また、消防団、自主防災組織の充実強化等、ハード・ソ

フト対策を組み合わせて横断的に進める必要がある。 

 

（土地区画整理事業等の推進）（再掲１－２） 

② 大規模地震等が発生した場合、住宅密集地や市街地において大規模火災が発生し、多数

の死傷者が発生するなどの被害が想定される。このため、都市の密集市街地等における、

災害に強いまちづくりを推進する必要がある。 

 

（都市公園事業の推進） 

③ 大規模地震等が発生した場合、市街地において大規模火災が発生することが想定される。

このため、都市公園事業の推進・指導により、災害発生時の避難・救援活動の場となる都

市公園や緑地を確保する必要がある。 

 

（消防団や自主防災組織等の充実強化）（再掲１－２） 

④ 消防団や自主防災組織等の充実強化を促進するとともに、地区防災計画制度の普及・啓

発など、学校や職場、地域の自治組織等を通じ、継続的に防災訓練や防災教育を推進する

必要がある。 

 

（大規模地震時の電気火災対策の推進）（再掲１－２） 

⑤ 大規模地震時における電気を起因とする火災の発生を抑制するために、地震時の電気火

災等の防火対策の推進等を図る必要がある。 

 

７－２ 海上・臨海部の広域災害の発生 

（港湾ＢＣＰの推進） 

① 大規模自然災害が発生した際、港湾施設の同時多発被災や船舶被災等により、海上輸送

機能の停止など港湾の能力が低下することにより、物流機能等の大幅な低下、海上・臨海

部の広域災害への発展又は復旧・復興が大幅に遅れる事態が想定される｡このため、港湾Ｂ

ＣＰに基づき、関係者と連携を図り、これらの事態への対応の強化を推進する必要がある。 

 

（消防団や自主防災組織等の充実強化）（再掲１－２） 

② 消防団や自主防災組織等の充実強化を促進するとともに、地区防災計画制度の普及・啓

発など、学校や職場、地域の自治組織等を通じ、継続的に防災訓練や防災教育を推進する

必要がある。 
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７－３ 沿線・沿道の建物倒壊による直接的な被害及び交通麻痺 

（住宅・建築物の耐震化の促進）（再掲１－１） 

① 大規模地震が発生した場合、市街地における住宅・建築物の倒壊により、多数の人的被

害が想定される。このため、住宅・建築物の耐震化を促進する必要がある。 

 

（交通施設の耐震化）（再掲１－１） 

② 大規模地震が発生した場合、交通施設の複合的な倒壊により、交通網が阻害され、避難

や応急対応に障害が及ぶことが想定される。このため、交通施設の耐震化を促進する必要

がある。 

 

（無電柱化等の推進）（再掲１－１） 

③ 大規模地震が発生した場合、電柱の倒壊により道路交通が阻害され、避難に障害が及ぶ

ことが想定される。このため、倒壊した電柱の早期撤去・復旧に向けた民間事業者との情

報共有及び連携体制の強化を図るとともに、市街地等における道路の無電柱化を進め、災

害時にも確実な避難や応急対策活動ができるよう道路の安全性を高める必要がある。 

 

７－４ ため池、防災インフラ等の損壊・機能不全による多数の死傷者の発生 

（農業用ため池の防災対策) 

① 決壊した場合に人的被害を与えるおそれのある農業用ため池（防災重点ため池）につい

て、関係機関・施設管理者等が連携し、ハードとソフトを適切に組み合わせた防災対策を

推進する必要がある。 

 

（防災インフラの維持管理・更新) 

② 防災インフラの損壊・機能不全による二次災害が発生した場合、多数の死傷者が生じる

おそれがある。このため、防災インフラの機能の保持のため、中長期的な維持管理方針を

定めた長寿命化計画を策定し、効果的・効率的な維持管理、施設の更新等を行う必要があ

る。 

 

７－５ 有害物質等の大規模拡散・流出 

（保安管理体制の強化） 

① 管内の危険物施設に計画的に立入検査を実施し、維持管理状況の把握及び消防法に基づ

く点検等を実施し、保安管理体制を強化するとともに、当該施設で発生する特殊な災害を

防ぐため、防災上必要な資機材の整備等を行う必要がある。 

 

（川内川水系の水質汚濁対策） 

② 川内川の水は、上水道用水・農業用水・工業用水として幅広く利用されており、有害物

質等が流出する水質事故等により、川内川の水質が悪化し、安全な水利用が脅かされる事

態に対処するため、関係機関と連携して、水質汚濁対策に取り組む必要がある。 
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（原子力防災） 

③ 福島第一原子力発電所における事故の態様等を踏まえ、原子力発電所から放射性物質又

は放射線が放出される事態を想定し、市民への原子力防災の継続的な情報提供に加え、国、

県と協力して広域避難訓練を含む原子力防災訓練を実施し、訓練による課題や問題点を検

証し、避難計画を改善していく必要がある。また、原子力災害時の避難道路の整備を促進

する必要がある。 

 

７－６ 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

（農地侵食防止対策の推進） 

① 豪雨による農地の土壌流出や法面の崩壊に伴い、農地の侵食や下流人家等への土砂流入

等の被害が及ぶことが想定される。このため、災害を未然に防止するための農地侵食防止

対策や土砂崩壊防止対策等を推進する必要がある。 

 

（適切な森林整備の推進） 

② 適期に施業が行われていない森林や、伐採後植栽等が実施されない森林は、台風や集中

豪雨等により森林被害が発生するおそれがある。このため、間伐や伐採跡地の再造林等の

適切な森林整備を推進する必要がある。 

 

（鳥獣被害防止対策の推進） 

③ 野生鳥獣による農作物被害により、荒廃農地の発生や営農意欲の減退などが想定される。

このため、鳥獣被害の防止に向けて「寄せ付けない」、「侵入を防止する」、「個体数を

減らす」取組を、一体的かつ総合的に推進する必要がある。 
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８ 社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 

８－１ 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態 

（ストックヤードの確保） 

① 大規模自然災害が発生した場合、建物の浸水や倒壊等により大量の災害廃棄物が発生す

ることが想定される。早急な復旧、復興のためには、災害廃棄物を仮置きするためのスト

ックヤードを確保する必要がある。 

 

（災害廃棄物処理計画の策定） 

② 大規模自然災害が発生した場合、建物の浸水や倒壊等により大量の災害廃棄物が発生し、

本市における通常の廃棄物処理体制では適正な処理が困難になることが想定される。この

ため、広域被災を想定した災害廃棄物処理計画を策定し、当該計画に基づき、処理の実効

性向上に努める必要がある。 

 

８－２ 復興を支える人材等の不足、より良い復興に向けたビジョンの欠如等により復興で

きなくなる事態 

（関係団体との体制の強化、担い手確保・育成） 

・ 復旧・復興を担う人材等の育成の視点に基づく横断的な取組を行う必要がある。 

 

８－３ 広域地盤沈下等による浸水被害の発生により復興が大幅に遅れる事態 

（海岸・河川堤防等の整備） 

・ 洪水・高潮による浸水が発生した場合、住民等の生命・身体に著しい危害が生ずるおそ

れがある。現在、洪水・高潮による浸水対策については、過去に大きな浸水被害が発生し

た箇所について海岸・河川堤防等の施設の整備を推進しているが、今後より一層の整備推

進を図る必要がある。また、比較的発生頻度の高い（数十年～百数十年の頻度）地震・津

波については、今後、施設の機能を検証し整備の必要性について検討する必要がある。 

 

８－４ 貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等による有形・無形の

文化の衰退・損失 

（災害時の対応力向上のためのコミュニティ力強化） 

① 災害発生時の対応力を向上するためには、必要なコミュニティ力を構築する必要がある。

そのため、ハザードマップ作成・訓練・防災教育等を通じた地域づくり、事例の共有によ

るコミュニティ力を強化するための支援等の取組を、県や近隣市町村等と連携して充実す

る必要がある。 

 

（文化財の保護管理） 

② 文化財を災害から守るため、所有者又は管理者に対する防災体制の確立のための支援・

指導を行い、文化財の耐震化、防災設備の整備等を促進するとともに、災害による損害・

損失を最小限にとどめるための連携や技術取得を行う必要がある。 
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第５章 本計画の推進方針 

第１節 リスクシナリオごとの推進方針 

第４章第２節の脆弱性評価結果を踏まえて、「リスクシナリオ」を回避するために必要

な推進方針を次のとおり定めた。 

 

１ 直接死を最大限防ぐ 

１－１ 住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊による多数の死傷者の発生 

（住宅・建築物の耐震化の促進） 

① 住宅・建築物の耐震化を促進する。 

 

（交通施設の耐震化） 

② 交通施設の耐震化を促進する。 

 

（無電柱化等の推進） 

③ 大規模地震の発生により倒壊した電柱の早期撤去・復旧に向けた民間事業者との情報共

有及び連携体制の強化を図る。また、市街地等における道路の無電柱化を進め、災害時に

も確実な避難や応急対策活動ができるよう道路の安全性を高める取組を進める。 

 

（公共施設の耐震化の推進） 

④ 発災後の活動拠点となる公共施設等について、耐震化を推進する。 

 

（防災訓練や防災教育等の推進） 

⑤ 地区コミュニティ協議会や自治会、学校、職場等を通じ、継続的に防災訓練や防災教育

を推進する。 

 

１－２ 密集市街地や不特定多数が集まる施設における大規模火災による多数の死傷者の発

生 

（土地区画整理事業等の推進） 

① 都市の住宅密集地等における災害に強いまちづくりを推進する。 

 

（消防団や自主防災組織等の充実強化） 

② 消防団や自主防災組織等の充実強化を促進するとともに、地区防災計画制度の普及・啓

発など、学校や職場、地域の自治組織等を通じ、継続的に防災訓練や防災教育を推進する。 

 

（大規模地震時の電気火災対策の推進） 

③ 地震後の電気火災の予防及び火災時の被害軽減のため、火災予防運動等や防火指導訪問

事業などの機会を通じて防火対策の啓発を図る。 
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１－３ 広域にわたる大規模津波等による多数の死傷者の発生 

（避難場所や避難路の確保、避難所の耐震化の促進等） 

・ 津波防災地域づくり、地域の防災力を高める避難場所や避難路の確保、避難所の耐震化

等の取組を推進する。 

 

１－４ 突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生 

（河川改修等の治水対策） 

① 現在推進している河道掘削、築堤等の整備について、整備の必要性、緊急性、地元の協

力体制など優先度を総合的に判断しながら、より一層の整備推進を図る。 

 

（雨量や河川水位などの防災情報の提供） 

② 今後、多様かつ激甚化する災害に対して、円滑な警戒避難体制の構築を図るため、各種

ハザードマップの作成、雨量や河川水位などの防災情報の提供など、ソフト対策を推進す

る。 

 

（ダムの老朽化対策の推進） 

③ 既設ダムについては、予防保全対策などを計画的に実施し、長寿命化によるトータルコ

ストの縮減・平準化を図るとともに、適切に整備、維持管理、更新を行う。 

 

（河川管理施設の老朽化対策の推進） 

④ 河川管理施設については、予防保全対策などを計画的に実施し、長寿命化によるトータ

ルコストの縮減・平準化を図るとともに、河川管理施設等を適切に整備、維持管理、更新

を行う。 

 

（雨水ポンプ施設の老朽化対策の推進） 

⑤ 雨水ポンプ施設については、施設の機能を維持するために、耐水化・防水化を進め、老

朽化に伴う施設の更新を計画的に実施し、長寿命化によるトータルコストの縮減・平準化

を図るとともに、適切に整備、維持管理、更新を行う。 
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１－５ 土砂災害等による多数の死傷者の発生 

（治山事業の推進） 

① 集中豪雨の発生頻度の増加等により、林地の崩壊など山地災害の発生が懸念される。こ

のため、山地災害のおそれのある山地災害危険地区について、治山事業により、治山施設

や森林の整備を推進する。 

 

（土砂災害対策の推進） 

② 土砂災害危険箇所における整備率は未だ低い状況である。このため、市民の生命・財産

を守るための砂防関係施設の計画的な整備を推進し、土砂災害に対する安全度の向上を図

る。 

 

（がけ地等に近接する危険住宅の移転促進及び危険廃屋等の解体撤去促進） 

③ がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に建っている危険住

宅の安全な場所への移転を促進する。適正に管理が行われていない危険廃屋等の解体撤去

を促進する。 

 

（警戒避難体制の整備等、土砂災害警戒区域等の周知） 

④ 土砂災害が発生するおそれのある土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難

体制の整備等を図るため、県が指定した土砂災害警戒区域等を基に、土砂災害に対する安

全度の向上を図る。また、豪雨により土砂災害が生じるおそれがあるため、引き続き、防

災行政無線や市ホームページ等による広報に努めていく。 
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２ 救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を

確保する 

２－１ 食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の停止 

（水道施設等の耐震化等の推進） 

① 災害時等において水道施設が被災した場合、市民生活や社会活動に必要不可欠な水の供

給に支障を来すおそれがあることから、水道施設における被害の発生を抑制し影響を小さ

くするため、水道施設等の耐震化等を推進する。 

 

（物資輸送ルートの確保） 

② 道路施設などの耐震性等の機能強化を推進するとともに、緊急輸送機能の軸となる交通

ネットワーク構築や輸送モード間の連携等による複数ルートの確保、関係機関との協力体

制の強化を図る。 

 

（港湾・漁港施設の耐震化） 

③ 拠点となる港湾・漁港の耐震強化岸壁を始めとする係留施設・緑地・臨港道路等の整備

を進める。 

 

（高規格幹線道路及び地域高規格道路等の整備促進） 

④ 災害時の緊急輸送ルートを確保するため、高規格幹線道路及び地域高規格道路等の整備

促進活動を行う。特に、今後開通予定の南九州西回り自動車道の整備促進活動を強化する。 

 

（備蓄物資の供給体制等の強化） 

⑤ 備蓄物資や流通備蓄物資の搬出・搬入について、適正かつ迅速な物資の確保を行うため、

関係機関との連携や調整などを強化する取組を進める。 

 

（救急医療体制の充実・強化） 

⑥ 救急医療体制を充実・強化するため、県の運航するドクターヘリが安定した運用ができ

るよう、県及び関係機関との連携を強化する。 

 

（医療用資機材・医薬品の供給体制の整備） 

⑦ 関係団体と災害時応援協定を締結し、災害救助に必要な医療用資機材・医薬品等の供給

体制の整備を図るとともに、円滑な供給体制の構築に努める。 

 

（医療用資機材・医薬品の備蓄） 

⑧ 備蓄品目の見直しや更新を行うとともに、適正な保管管理を行う。 

 

（輸血用血液製剤の確保） 

⑨ 血液が的確に確保されるよう、血液センターと連携して、需要に見合った献血の確保を

行うとともに、血液が円滑に現場に供給されるよう措置を講ずる。 
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（二次医療機関等との連携強化） 

⑩ 災害時に迅速な医療が提供できるよう、本市の二次医療機関等との連携を強化する。 

 

２－２ 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

（物資輸送ルートの確保）（再掲２－１） 

① 道路施設などの耐震性等の機能強化を推進するとともに、緊急輸送機能の軸となる交通

ネットワーク構築や輸送モード間の連携等による複数ルートの確保、関係機関との協力体

制の強化を図る。 

 

（道路寸断による孤立集落の発生防止対策） 

② 防災対策及び老朽化対策を要する箇所についてのハード対策を着実に行い、災害に強い

道路づくりを推進する。 

 

（港湾・漁港施設の耐震化）（再掲２－１） 

③ 拠点となる港湾・漁港の耐震強化岸壁を始めとする係留施設・緑地・臨港道路等の整備

を進める。 

 

２－３ 消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

（消防施設、情報通信機能の耐災害性の強化） 

① 地域における活動拠点となる消防施設の耐災害性を強化するとともに、情報通信機能の

耐災害性の強化、高度化を推進する。 

 

（消防の体制等強化） 

② 火災、救助、救急事案が同時に多発し、消防力が劣勢になることを防ぐため、活動人員

の確保や、緊急消防援助隊など応援隊の受入体制を整備し、消火・救助・救急活動等が迅

速に行われる体制を構築する。 

 

（災害対応業務の標準化・共有化） 

③ 災害対応において、関係機関ごとに体制や資機材、運営要領が異なることから、災害対

応業務の標準化、情報の共有化に関する検討を行い、必要な事項について標準化を推進す

るとともに、明確な目標の下に合同訓練等を実施し、災害対応業務の実効性を高めていく

取組を進める。 

 

（ＤＭＡＴの受入体制の整備） 

④ 災害発生直後の急性期（概ね４８時間以内）に救命救急活動が開始できるよう、県知事

の派遣要請により市外から派遣される災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の受入体制を整備

するため、県と連携して取組を進める。 
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２－４ 想定を超える大量の帰宅困難者の発生、混乱 

（備蓄物資の供給体制等の強化）（再掲２－１） 

① 備蓄物資や流通備蓄物資の搬出・搬入について、適正かつ迅速な物資の確保を行うため、

関係機関との連携や調整などを強化する取組を進める。 

 

（一時滞在施設の確保） 

② 帰宅困難者の受入れに必要な一時滞在施設の確保を図るとともに、当該施設における飲

料水や食料等の備蓄を促進する。 

 

２－５ 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途

絶による医療機能の麻痺 

（高規格幹線道路及び地域高規格道路等の整備促進）（再掲２－１） 

① 災害時の緊急輸送ルートを確保するため、高規格幹線道路及び地域高規格道路等の整備

促進活動を行う。特に、今後開通予定の南九州西回り自動車道の整備促進活動を強化する。 

 

（港湾・漁港施設の耐震化）（再掲２－１） 

② 拠点となる港湾・漁港の耐震強化岸壁を始めとする係留施設・緑地・臨港道路等の整備

を進める。 

 

（救急医療体制の充実・強化）（再掲２－１） 

③ 救急医療体制を充実・強化するため、県の運航するドクターヘリが安定した運用ができ

るよう、県及び関係機関との連携を強化する。 

 

（二次医療機関等との連携強化）（再掲２－１） 

④ 災害時に迅速な医療が提供できるよう、本市の二次医療機関等との連携を強化する。 

 

（災害時の医療機関の対応マニュアルの作成） 

⑤ 災害時の医療体制を確保するため、医療機関が自ら被災することも想定した病院防災マ

ニュアル及び業務継続計画（ＢＣＰ）の作成を促進する。 

 

（ＤＭＡＴの受入体制の整備）（再掲２－３） 

⑥ 災害発生直後の急性期（概ね４８時間以内）に救命救急活動が開始できるよう、県知事

の派遣要請により市外から派遣される災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の受入体制を整備

するため、県と連携して取組を進める。 

 

（災害医療コーディネート体制の整備） 

⑦ 災害対策本部が設置された場合に、医療チームの配置調整などを行うコーディネート機

能が発揮できる体制について検討を行う。 

（医療救護活動の体制整備） 
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⑧ 本市の二次医療機関において、医療従事者を確保するため、県医師会や他の医療機関な

どと連携し、医療救護活動等の体制整備に努める。 

 

２－６ 疫病・感染症等の大規模発生 

（感染症の発生・まん延防止） 

① 感染症の発生予防・まん延防止のため、消毒指示等を行う保健所との連携に努める。 

 

（下水道ＢＣＰの見直し） 

② 下水道ＢＣＰを見直し、下水を速やかに排除、処理する体制を整える。 

 

２－７ 劣悪な避難生活環境等、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状態の悪化・

死者の発生 

（公共施設の耐震化の推進）（再掲１－１） 

① 発災後の活動拠点となる公共施設等について、耐震化を推進する。 

 

（電力供給遮断時の電力確保） 

② 防災拠点において、災害応急対策の指揮、情報伝達等のための電力の確保に努めるとと

もに、再生可能エネルギー電源の利用に当たっては、非常用発電機との併用や独立型 

ＬＥＤ街路灯（スマコミライト）の活用、その他運用方法の工夫等により設備利用の効率

化を図れるよう取組を進める。 

 

（避難所の施設整備） 

③ 非常用電源などの防災機能の充実を図るとともに、バリアフリー化等の施設整備を進め

る。 

 

（避難所の環境整備） 

④ 避難所における安全性及び良好な居住性の確保など避難所に滞在する避難者の生活環境

の整備に取り組む。 

 

（避難所運営マニュアルの見直し） 

⑤ 地震発生時に避難所の運営が円滑に行われるよう、高齢者などの要配慮者や女性、子ど

ものニーズへの対応等を盛り込んだ避難所運営マニュアルの見直しを検討する。 
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３ 必要不可欠な行政機能を確保する 

３－１ 市職員・施設等の被災による行政機能の大幅な低下 

（公共施設の耐震化の推進）（再掲１－１） 

① 発災後の活動拠点となる公共施設等について、耐震化を推進する。 

 

（電力供給遮断時の電力確保）（再掲２－７） 

② 防災拠点において、災害応急対策の指揮、情報伝達等のための電力の確保に努めるとと

もに、再生可能エネルギー電源の利用に当たっては、非常用発電機との併用や独立型 

ＬＥＤ街路灯（スマコミライト）の活用、その他運用方法の工夫等により設備利用の効率

化を図れるよう取組を進める。 

 

（情報通信インフラの確保） 

③ 災害等による情報通信インフラの麻痺・停止等に対応するため、本庁舎や出先機関を中

心に、情報通信機能の冗長化等の環境整備を推進する。 

 

（自治体ＢＣＰの策定等） 

④ 本市における業務継続計画（ＢＣＰ）の策定、見直し及び実効性向上を促進すること等

により、業務継続体制を強化する取組を進める。 

 

 

４ 必要不可欠な情報通信機能・情報サービスを確保する 

４－１ 災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず、避難行

動や救助・支援が遅れる事態 

（情報伝達手段の多様化） 

① Ｊアラートの自動起動装置の活用や防災行政無線機能の維持・管理、Ｌアラート情報の

迅速かつ確実な伝達の推進、消防等の通信基盤･施設の堅牢化・高度化、インターネットの

活用、ＦＭさつませんだいとの協定等により、情報伝達手段の多様化を図る。また、旅行

者や高齢者・障害者等にも配慮した情報提供手段を確保する。 

 

（情報通信インフラの確保）（再掲３－１） 

② 災害等による情報通信インフラの麻痺・停止等に対応するため、本庁舎や出先機関を中

心に、情報通信機能の冗長化等の環境整備を推進する。 
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５ 経済活動を機能不全に陥らせない 

５－１ サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下 

（道路網の確保） 

① 道路の防災、震災対策及び老朽化対策や洪水・土砂災害・津波・高潮対策等を推進する。 

 

（港湾施設の耐震・耐波性能等の強化） 

② 拠点となる港湾の耐震強化岸壁を始めとする係留施設・緑地・臨港道路等の整備を進め

る。 

 

（高規格幹線道路及び地域高規格道路等の整備促進）（再掲２－１） 

③ 災害時の緊急輸送ルートを確保するため、高規格幹線道路及び地域高規格道路等の整備

促進活動を行う。特に、今後開通予定の南九州西回り自動車道の整備促進活動を強化する。 

 

（企業におけるＢＣＰ策定等の支援） 

④ 企業が災害時に重要業務を継続するための業務継続計画（ＢＣＰ）の策定や、不測の事

態においても事業を継続するための業務継続マネジメント（ＢＣＭ）の構築についての支

援情報の周知・広報に努める。 

 

５－２ 重要な産業施設の損壊、火災、爆発等 

（装備資機材の充実強化及び災害対応訓練の継続実施） 

・ 災害による死傷者を最小化するため、装備資機材の充実強化を推進するとともに、災害

対応訓練を継続実施し、対処能力の向上を図る。 

 

５－３ 基幹的陸上海上交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響 

（港湾施設の耐震・耐波性能等の強化）（再掲５－１） 

① 拠点となる港湾の耐震強化岸壁を始めとする係留施設・緑地・臨港道路等の整備を進め

る。 

 

（道路の防災対策の推進） 

② 地震・津波・洪水・土砂災害・高潮・高波対策等の道路の防災対策を推進する。 

 

（高規格幹線道路及び地域高規格道路等の整備促進）（再掲２－１） 

③ 災害時の緊急輸送ルートを確保するため、高規格幹線道路及び地域高規格道路等の整備

促進活動を行う。特に、今後開通予定の南九州西回り自動車道の整備促進活動を強化する。 
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５－４ 食料等の安定供給の停滞 

（道路網の確保）（再掲５－１） 

① 道路の防災、震災対策及び老朽化対策や洪水・土砂災害・津波・高潮対策等を推進する。 

 

（漁港の機能保全） 

② 大規模災害後でも早期に漁業活動が再開でき、市場への水産物の流通を支援できるよう、

流通や生産拠点となる漁港の主要な陸揚げ施設等の耐震性能を確保するため、施設機能診

断を行い、長寿命化を図りつつ、対策を推進するための取組を充実する。 

 

（高規格幹線道路及び地域高規格道路等の整備促進）（再掲２－１） 

③ 災害時の緊急輸送ルートを確保するため、高規格幹線道路及び地域高規格道路等の整備

促進活動を行う。特に、今後開通予定の南九州西回り自動車道の整備促進活動を強化する。 

 

（備蓄物資の供給体制等の強化）（再掲２－１） 

④ 備蓄物資や流通備蓄物資の搬出・搬入について、適正かつ迅速な物資の確保を行うため、

関係機関との連携や調整などを強化する取組を進める。 

 

５－５ 災害等による用水供給途絶に伴う生産活動への甚大な影響 

（応急給水体制の整備） 

① 災害時等において水道施設が被災した場合、住民生活や社会活動に必要不可欠な水の供

給に支障を来すおそれがあることから、水道施設における被害の発生を抑制するとともに、

応急給水体制の充実を図る。 

 

（農業水利施設等の適切な維持管理） 

② かんがい用水のための川内右岸地区第２揚水機場を整備しているが、造成後年数が経過

し老朽化が進展していることから、関連施設の適切な維持管理に努め、川内右岸地区の農

業用水の安定的な供給を行う。 

 

 



- 37 - 

 

６ 必要最低限の上下水道、電気等を確保するとともに、これらを早期に復旧させる 

６－１ ライフライン（上水道、汚水処理施設、電気等）の長期間にわたる機能の停止 

（水道施設等の耐震化等の推進）（再掲２－１） 

① 災害時等において水道施設が被災した場合、住民生活や社会活動に必要不可欠な水の供

給に支障を来すおそれがあることから、水道施設における被害の発生を抑制し影響を小さ

くするため、水道施設等の耐震化等を推進する。 

 

（汚水処理施設の防災対策の強化） 

② 老朽化が進行している汚水処理施設の更新等を速やかに実施し、施設の安全性を高める

とともに、汚水処理施設の耐震対策等を推進する。 

 

（小型合併処理浄化槽への転換の促進） 

③ 個別処理の地域において、老朽化した単独処理浄化槽から災害に強い合併処理浄化槽へ

の転換を促進する。 

 

（下水道ＢＣＰの見直し）（再掲２－６） 

④ 下水道ＢＣＰを見直し、下水を速やかに排除、処理する体制を整える。 

 

（電力供給遮断時の電力確保）（再掲２－７） 

⑤ 防災拠点において、災害応急対策の指揮、情報伝達等のための電力の確保に努めるとと

もに、再生可能エネルギー電源の利用に当たっては、非常用発電機との併用や独立型 

ＬＥＤ街路灯（スマコミライト）の活用、その他運用方法の工夫等により設備利用の効率

化を図れるよう取組を進める。 

 

６－２ 交通インフラの長期間にわたる機能停止 

（高規格幹線道路及び地域高規格道路等の整備促進）（再掲２－１） 

① 災害時の緊急輸送ルートを確保するため、高規格幹線道路及び地域高規格道路等の整備

促進活動を行う。特に、今後開通予定の南九州西回り自動車道の整備促進活動を強化する。 

 

（災害時の物資等輸送ルートの代替性・冗長性の確保） 

② 陸上輸送ルートの災害対策を着実に進めるとともに、複数輸送ルートの確保を図る。ま

た、迂回路として活用できる農道等について、幅員、通行可能過重等の情報を道路管理者

間で共有する。 

 

（無電柱化等の推進）（再掲１－１） 

③ 大規模地震の発生により倒壊した電柱の早期撤去・復旧に向けた民間事業者との情報共

有及び連携体制の強化を図る。また、市街地等における道路の無電柱化を進め、災害時に

も確実な避難や応急対策活動ができるよう道路の安全性を高める取組を進める。 

 

（港湾・漁港施設の耐震化）（再掲２－１） 

④ 拠点となる港湾・漁港の耐震強化岸壁を始めとする係留施設・緑地・臨港道路等の整備



- 38 - 

 

を進める。 

 

 

７ 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

７－１ 地震に伴う市街地の大規模火災による多数の死傷者の発生 

（救助活動能力（体制、装備資機材）の充実向上） 

① 大規模地震災害など過酷な災害現場での救助活動能力を高めるため、消防等の体制・装

備資機材や訓練環境等の更なる充実強化・整備を図るとともに、通信基盤･施設の堅牢化・

高度化等を推進する。また、消防団、自主防災組織の充実強化等、ハード・ソフト対策を

組み合わせて横断的に進める。 

 

（土地区画整理事業等の推進）（再掲１－２） 

② 都市の住宅密集地等における災害に強いまちづくりを推進する。 

 

（都市公園事業の推進） 

③ 都市公園事業の推進・指導により、災害発生時の避難・救援活動の場となる都市公園や

緑地を確保する。 

 

（消防団や自主防災組織等の充実強化）（再掲１－２） 

④ 消防団や自主防災組織等の充実強化を促進するとともに、地区防災計画制度の普及・啓

発など、学校や職場、地域の自治組織等を通じ、継続的に防災訓練や防災教育を推進する。 

 

（大規模地震時の電気火災対策の推進）（再掲１－２） 

⑤ 地震後の電気火災の予防及び火災時の被害軽減のため、火災予防運動等や防火指導訪問

事業などの機会を通じて防火対策の啓発を図る。 

 

７－２ 海上・臨海部の広域災害の発生 

（港湾ＢＣＰの推進） 

① 大規模自然災害が発生した際、港湾施設の同時多発被災や船舶被災等により、海上輸送

機能の停止など港湾の能力が低下することにより、物流機能等の大幅な低下、海上・臨海

部の広域災害への発展又は復旧・復興が大幅に遅れる事態が想定される。このため、港湾 

ＢＣＰに基づき、関係者と連携を図り、これらの事態への対応を強化する。 

 

（消防団や自主防災組織等の充実強化）（再掲１－２） 

② 消防団や自主防災組織等の充実強化を促進するとともに、地区防災計画制度の普及・啓

発など、学校や職場、地域の自治組織等を通じ、継続的に防災訓練や防災教育を推進する。 
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７－３ 沿線・沿道の建物倒壊による直接的な被害及び交通麻痺 

（住宅・建築物の耐震化の促進）（再掲１－１） 

① 住宅・建築物の耐震化を促進する。 

 

（交通施設の耐震化）（再掲１－１） 

② 交通施設の耐震化を促進する。 

 

（無電柱化等の推進）（再掲１－１） 

③ 大規模地震の発生により倒壊した電柱の早期撤去・復旧に向けた民間事業者との情報共

有及び連携体制の強化を図る。また、市街地等における道路の無電柱化を進め、災害時に

も確実な避難や応急対策活動ができるよう道路の安全性を高める取組を進める。 

 

７－４ ため池、防災インフラ等の損壊・機能不全による多数の死傷者の発生 

（農業用ため池の防災対策) 

① 決壊した場合に人的被害を与えるおそれのある農業用ため池（防災重点ため池）につい

て、関係機関・施設管理者等が連携し、ハードとソフトを適切に組み合わせた防災対策を

推進する。 

 

（防災インフラの維持管理・更新) 

② 防災インフラの機能の保持のため、中長期的な維持管理方針を定めた長寿命化計画を策

定し、効果的・効率的な維持管理、施設の更新等を行う。 

 

７－５ 有害物質等の大規模拡散・流出 

（保安管理体制の強化） 

① 管内の危険物施設に計画的に立入検査を実施し、維持管理状況の把握及び消防法に基づ

く点検等を実施し、保安管理体制を強化するとともに、当該施設で発生する特殊な災害を

防ぐため、防災上必要な資機材の整備等を行う。 

 

（川内川水系の水質汚濁対策） 

② 川内川の水は、上水道用水・農業用水・工業用水として幅広く利用されており、有害物

質等が流出する水質事故等により、川内川の水質が悪化し、安全な水利用が脅かされる事

態に対処するため、関係機関と連携して、水質汚濁対策に取り組む。 

 

（原子力防災） 

③ 継続的な原子力防災情報の提供、原子力防災訓練の実施、避難計画の改善及び原子力災

害時の避難道路の整備を促進する。 
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７－６ 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

（農地侵食防止対策の推進） 

① 災害を未然に防止するための農地侵食防止対策や土砂崩壊防止対策等を推進する。 

 

（適切な森林整備の推進） 

② 間伐や伐採跡地の再造林等の適切な森林整備を推進する。 

 

（鳥獣被害防止対策の推進） 

③ 県や近隣市町村等と連携し、鳥獣被害の防止に向けて「寄せ付けない」、「侵入を防止

する」、「個体数を減らす」取組を、一体的かつ総合的に推進する。 

 



- 41 - 

 

８ 社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 

８－１ 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態 

（ストックヤードの確保） 

① 災害廃棄物を仮置きするためのストックヤードの確保に努める。 

 

（災害廃棄物処理計画の策定） 

② 災害廃棄物処理計画の策定及び適時の見直しを継続的に実施するとともに、処理の実効

性向上に努める。 

 

８－２ 復興を支える人材等の不足、より良い復興に向けたビジョンの欠如等により復興で

きなくなる事態 

（関係団体との体制の強化、担い手確保・育成） 

・ 復旧・復興を担う人材等の育成の視点に基づく横断的な取組を行う。 

 

８－３ 広域地盤沈下等による浸水被害の発生により復興が大幅に遅れる事態 

（海岸・河川堤防等の整備） 

・ 現在、洪水・高潮による浸水対策については、過去に大きな浸水被害が発生した箇所に

ついて海岸・河川堤防等の施設の整備を推進しているが、今後より一層の整備推進を図る。

また、比較的発生頻度の高い（数十年～百数十年の頻度）地震・津波については、今後、

施設の機能を検証し整備の必要性について検討する。 

 

８－４ 貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等による有形・無形の

文化の衰退・損失 

（災害時の対応力向上のためのコミュニティ力強化） 

① ハザードマップ作成・訓練・防災教育等を通じた地域づくり、事例の共有によるコミュ

ニティ力を強化するための支援等の取組を、県や近隣市町村等と連携して充実する。 

 

（文化財の保護管理） 

② 文化財の所有者又は管理者に対する防災体制確立のための指導・支援を行い、専門家や

地域と連携しながら、歴史的景観や災害対応に配慮した文化財の耐震化、防災設備の整備

等を促進する。また、災害による文化財への損害・損失を最小限にとどめるためのレスキ

ュースキルの事前取得にも努め、文化財防災ネットワークを構築する。 
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第２節 指標 

推進方針で示した本市の取組の進捗状況を把握するための指標を次のとおり設定した。 

 

番号 リスクシナリオ 指標 
現状値 

（Ｒ１） 
目標値 

（Ｒ６） 

1-1 住宅・建物・交通施設等
の複合的・大規模倒壊に
よる多数の死傷者の発生 

危険ブロック塀等解体撤去
補助金交付確定件数 

７件 ７５件 

市営住宅の共用部分改善 
242 戸 

（15 棟） 
559 戸 

（34 棟） 

市民による救命活動の実施
率 

55.4% 65% 

自治会加入率 78.8% 85% 

1-2 密集市街地や不特定多数
が集まる施設における大
規模火災による多数の死
傷者の発生 

自主防災組織の訓練実施率 25.1% 40% 

消防団員の充足率 94.4% 100% 

出火率 4.3% 3.1% 

1-3 広域にわたる大規模津波
等による多数の死傷者の
発生 

学校施設長寿命化計画取組
事業数 

１事業 １５事業 

1-4 突発的又は広域かつ長期
的な市街地等の浸水によ
る多数の死傷者の発生 

内水対策中期ビジョンの進
捗率 

16.0% 27% 

自主防災組織の訓練実施率
(再掲 1-2) 

25.1% 40% 

天辰第一地区土地区画整理
事業進捗率 

94.4% 100% 

天辰第二地区土地区画整理
事業進捗率 

11.6% 68.5% 

雨水ポンプ場耐震化進捗率 33.3% 67% 

1-5 土砂災害等による多数の
死傷者の発生 県単急傾斜地崩壊対策事業

実施箇所数 
49 箇所 60 箇所 

戸別受信機設置数 200 台／年 200 台／年 
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番号 リスクシナリオ 指標 
現状値 

（Ｒ１） 
目標値 

（Ｒ６） 

2-1 食料・飲料水等、生命に
関わる物資供給の停止 水道事業耐震適合率 31.5% 45%以上 

簡易水道事業耐震適合率 9.8% 15%以上 

2-2 多数かつ長期にわたる孤
立地域等の同時発生 林道建設計画延長の実施率 86% 100% 

川内港唐浜埠頭大水深耐震
岸壁整備進捗率 

0% 30% 

2-3 消防等の被災等による救
助・救急活動等の絶対的
不足 

非常用発電設備更新進捗率 0% 100% 

消防団員の充足率 
(再掲 1-2) 

94.4% 100% 

車庫詰所等更新計画の達成
率 

0% 100% 

消防団車両更新計画の達成
率 

17.5% 100% 

常備車両更新計画の達成率 16.0% 100% 

2-4 想定を超える大量の帰宅
困難者の発生、混乱 備蓄食料等の数 32,182セット 現状維持 

2-5 医療施設及び関係者の絶
対的不足・被災、支援ル
ートの途絶、エネルギー
供給の途絶による医療機
能の麻痺 

巡回診療受診件数 400 件 360 件 

2-6 疫病・感染症等の大規模
発生 予防接種の接種率 69% 90%以上 

下水道業務継続計画の見直
し 

策定済 
（簡易版） 

策定 
（詳細版） 

2-7 劣悪な避難生活環境等、
不十分な健康管理による
多数の被災者の健康状態
の悪化・死者の発生 

本庁舎設備機器等更新基数 ０基 ２基 

次世代エネルギー設備年間
発電量 

845,000kWh 935,000kWh 

高齢者施設における避難訓
練の実施 

年１回 
（各施設） 

年１回 
（各施設） 
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番号 リスクシナリオ 指標 
現状値 

（Ｒ１） 

目標値 

（Ｒ６） 

3-1 市職員・施設等の被災に

よる行政機能の大幅な低

下 

市業務継続計画の策定 一部策定 策定 

 

 

 

 

番号 リスクシナリオ 指標 
現状値 

（Ｒ１） 

目標値 

（Ｒ６） 

4-1 災害時に活用する情報サ

ービスが機能停止し、情

報の収集・伝達ができず、

避難行動や救助・支援が

遅れる事態 

地域情報化推進計画進捗率 51.0% 60% 

光回線サービスエリア利用

可能世帯率 
79.4% 100% 

消防指令センター機器中間

更新進捗率 
0% 100% 
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番号 リスクシナリオ 指標 
現状値 

（Ｒ１） 

目標値 

（Ｒ６） 

5-1 サプライチェーンの寸断

等による企業の生産力低

下 

南九州西回り自動車道の供

用率（八代～鹿児島） 
72.7% 75.6% 

5-2 重要な産業施設の損壊、

火災、爆発等 

常備消防一般管理年次計画

修繕・補修率 
0% 100% 

5-3 基幹的陸上海上交通ネッ

トワークの機能停止によ

る物流・人流への甚大な

影響 

川内港唐浜埠頭大水深耐震

岸壁整備進捗率(再掲 2-2) 
0% 30% 

南九州西回り自動車道の供

用率（八代～鹿児島） 

(再掲 5-1) 

72.7% 75.6% 

5-4 食料等の安定供給の停滞 
飼料作物降灰被害減収率 11% 10% 

漁港機能保全計画策定数 ５漁港 ９漁港 

5-5 災害等による用水供給途

絶に伴う生産活動への甚

大な影響 

危機管理マニュアル(応急

給水体制)の策定 

策定済 

（簡易版） 

策定 

（詳細版） 

かんがい面積 ３５７ｈａ ３５７ｈａ 
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番号 リスクシナリオ 指標 
現状値 

（Ｒ１） 

目標値 

（Ｒ６） 

6-1 ライフライン（上水道、

汚水処理施設、電気等）

の長期間にわたる機能の

停止 

水道事業耐震適合率（再掲

2-1） 
31.5% 45.0%以上 

簡易水道事業耐震適合率

（再掲 2-1） 
9.8% 15.0%以上 

下水道業務継続計画の見直

し(再掲 2-6) 

策定済 

（簡易版） 

策定 

（詳細版） 

次世代エネルギー設備年間

発電量(再掲 2-7) 
845,000kWh 935,000kWh 

6-2 交通インフラの長期間に

わたる機能停止 

南九州西回り自動車道の供

用率（八代～鹿児島） 

(再掲 5-1) 

72.7% 75.6% 

横馬場田崎線整備率 0% 30% 

中郷五代線整備率 98% 100% 

川内港唐浜埠頭大水深耐震

岸壁整備進捗率(再掲 2-2) 
0% 30% 
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番号 リスクシナリオ 指標 
現状値 

（Ｒ１） 

目標値 

（Ｒ６） 

7-1 地震に伴う市街地の大規

模火災による多数の死傷

者の発生 

消防団員の充足率 

(再掲 1-2) 
94.4% 100% 

耐震性防火水槽設置数 61 基 71 基 

自主防災組織の訓練実施率

(再掲 1-2) 
25.1% 40% 

市民による救命活動の実施

率(再掲 1-1) 
55.4% 65% 

7-2 海上・臨海部の広域災害

の発生 

消防団員の充足率 

(再掲 1-2) 
94.4% 100% 

車庫詰所等更新計画の達

成率(再掲 2-3) 
0% 100% 

消防団車両更新計画の達

成率(再掲 2-3) 
17.5% 100% 

7-3 沿線・沿道の建物倒壊に

よる直接的な被害及び交

通麻痺 

一般国道３号上川内地区景

観整備率 
0% 100% 

7-4 ため池、防災インフラ等

の損壊・機能不全による

多数の死傷者の発生 

海岸保全施設長寿命化計画

策定数 
４漁港 ５漁港 

漁港機能保全計画策定数

(再掲 5-4) 
５漁港 ９漁港 

7-5 有害物質等の大規模拡

散・流出 

消防法に基づく立入検査実

施施設数 
２４６施設 １，４２５施設 

原子力防災訓練の実施 実施 実施 

7-6 農地・森林等の荒廃によ

る被害の拡大 

県単急傾斜地崩壊対策事業

実施箇所数(再掲 1-5) 
49 箇所 60 箇所 

林道建設計画延長の実施実

績(再掲 2-2) 
86% 100% 

有害鳥獣捕獲頭数 

ｲﾉｼｼ 

2,077 頭 

ﾆﾎﾝｼﾞｶ 

3,271 頭 

ﾀﾇｷ･ｱﾅｸﾞﾏ･ｶ

ﾗｽ等 

1,522 頭・羽 

ｲﾉｼｼ 

2,400 頭 

ﾆﾎﾝｼﾞｶ 

4,300 頭 

ﾀﾇｷ･ｱﾅｸﾞﾏ･ｶ

ﾗｽ等 

1,250 頭・羽 
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番号 リスクシナリオ 指標 
現状値 

（Ｒ１） 

目標値 

（Ｒ６） 

8-1 大量に発生する災害廃棄

物の処理の停滞により復

興が大幅に遅れる事態 

災害廃棄物処理計画策定 未策定 策定 

8-2 復興を支える人材等の不

足、より良い復興に向け

たビジョンの欠如等によ

り復興できなくなる事態 

地域防災連絡調整会議開催

数 
年１回 年１回 

8-3 広域地盤沈下等による浸

水被害の発生により復興

が大幅に遅れる事態 

川内港唐浜埠頭大水深耐震

岸壁整備進捗率(再掲 2-2) 
0% 30% 

8-4 貴重な文化財や環境的資

産の喪失、地域コミュニ

ティの崩壊等による有

形・無形の文化の衰退・

損失 

自治会加入率(再掲 1-1) 78.8% 85% 

歴史資料レスキュー講習受

講者数 
０人 １人 

入来麓街なみ環境整備率 38.1% 100% 
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第６章 推進方針に基づく事業 

リスクシナリオごとの推進事業 

第５章第１節の推進方針を踏まえて、「リスクシナリオ」を回避するために取り組む事

業について、次のとおり整理した。 

なお、当該事業一覧については、毎年度、掲載内容を見直すこととする。 

番号 リスクシナリオ 実施事業 
総合計画の 

位置付け 

1-1 住宅・建物・交通施設等

の複合的・大規模倒壊に

よる多数の死傷者の発生 

木造住宅耐震診断補助事業 Ⅳ－２－③ 

木造住宅耐震改修工事補助事業 Ⅳ－２－③ 

危険ブロック塀等解体撤去促進事業 Ⅳ－２－③ 

一般国道３号上川内地区景観整備事業 Ⅳ－４－③ 

建築物耐震改修促進事業 Ⅳ－２－③ 

公営住宅ストック総合改善事業 Ⅳ－２－③ 

本庁舎設備機器等更新事業 Ⅵ－４－② 

災害予防応急対策事業 Ⅳ－１－② 

防災体制整備事業 Ⅱ－１－① 

児童福祉避難施設における避難確保計画促

進事業 
Ⅳ－１－② 

自治会育成事業 Ⅵ－１－② 

学校安全事業 Ⅴ－１－② 

1-2 密集市街地や不特定多数

が集まる施設における大

規模火災による多数の死

傷者の発生 

天辰第一地区土地区画整理事業 Ⅳ－２－② 

天辰第二地区土地区画整理事業 Ⅳ－２－② 
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番号 リスクシナリオ 実施事業 
総合計画の 

位置付け 

1-2 密集市街地や不特定多数

が集まる施設における大

規模火災による多数の死

傷者の発生 

温泉場土地区画整理事業 Ⅳ－２－② 

横馬場田崎線整備事業 Ⅳ－４－② 

川内川市街部改修事業 Ⅳ－１－① 

災害予防応急対策事業（再掲 1-1） Ⅳ－１－② 

児童福祉避難施設における避難確保計画促

進事業（再掲 1-1） 
Ⅳ－１－② 

防災体制整備事業（再掲 1-1） Ⅱ－１－① 

消防団施設整備事業 Ⅱ－１－② 

消防団資機材整備事業 Ⅱ－１－② 

防火指導訪問事業 Ⅱ－１－② 

1-3 広域にわたる大規模津波

等による多数の死傷者の

発生 

甑ミュージアム整備事業 Ⅴ－４－①② 

学校施設長寿命化推進事業 Ⅴ－１－③ 

防災マップ整備事業 Ⅱ－１－① 

防災意識啓発用リーフレット作成事業 Ⅱ－１－① 

1-4 突発的又は広域かつ長期

的な市街地等の浸水によ

る多数の死傷者の発生 

河川施設維持補修事業 Ⅳ－１－① 

災害予防応急対策事業（再掲 1-1） Ⅳ－１－② 

天辰第一地区土地区画整理事業（再掲 1-2） Ⅳ－２－② 
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番号 リスクシナリオ 実施事業 
総合計画の 

位置付け 

1-4 突発的又は広域かつ長期

的な市街地等の浸水によ

る多数の死傷者の発生 

天辰第二地区土地区画整理事業（再掲 1-2） Ⅳ－２－② 

川内川市街部改修事業（再掲 1-2） Ⅳ－１－① 

防災マップ整備事業（再掲 1-3） Ⅱ－１－① 

防災意識啓発用リーフレット作成事業（再

掲 1-3） 
Ⅱ－１－① 

河川映像配信システム機器更新事業 Ⅳ－１－① 

気象観測装置整備事業 Ⅳ－１－① 

清浦ダム管理事業 Ⅳ－１－① 

湛水防除施設維持補修事業 Ⅳ－１－① 

下水道ストックマネジメント事業 Ⅳ－１－① 

中郷ポンプ場耐震化事業 Ⅱ－３－① 

内水対策事業 Ⅳ－１－① 

1-5 土砂災害等による多数の

死傷者の発生 
治山事業 Ⅳ－１－② 

急傾斜地崩壊対策事業 Ⅳ－１－② 

県単砂防事業 Ⅳ－１－② 

がけ地近接等危険住宅移転事業 Ⅳ－１－② 

危険廃屋等解体撤去促進事業 Ⅳ－１－③ 

防災行政無線通信施設等整備事業 Ⅳ－１－① 
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番号 リスクシナリオ 実施事業 
総合計画の 

位置付け 

2-1 食料・飲料水等、生命に

関わる物資供給の停止 
下甑島簡易水道整備事業（基幹改良） Ⅱ－３－① 

避難道路整備事業 Ⅳ－１－① 

川内川高潮対策促進事業 Ⅳ－１－① 

川内港整備促進事業 Ⅳ－６－① 

川内港唐浜埠頭大水深耐震岸壁整備促進事

業 
Ⅳ－６－① 

南九州西回り自動車道建設促進事業 Ⅳ－４－③ 

備蓄物資整備事業 Ⅳ－１－① 

ヘリポート整備事業 Ⅳ－１－① 

2-2 多数かつ長期にわたる孤

立地域等の同時発生 
避難道路整備事業（再掲 2-1） Ⅳ－１－① 

電源立地校区振興事業 Ⅳ－４－② 

林道建設事業 Ⅲ－１－② 

川内川高潮対策促進事業（再掲 2-1） Ⅳ－１－① 

川内港整備促進事業（再掲 2-1） Ⅳ－６－① 

川内港唐浜埠頭大水深耐震岸壁整備促進事

業（再掲 2-1） 
Ⅳ－６－① 
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番号 リスクシナリオ 実施事業 
総合計画の 

位置付け 

2-3 消防等の被災等による救

助・救急活動等の絶対的

不足 

消防施設整備事業 Ⅱ－１－② 

消防資機材整備事業 Ⅱ－１－② 

消防団施設整備事業（再掲 1-2） Ⅱ－１－② 

消防団資機材整備事業（再掲 1-2） Ⅱ－１－② 

災害対応標準化事業 Ⅱ－１－① 

2-4 想定を超える大量の帰宅

困難者の発生、混乱 
備蓄物資整備事業（再掲 2-1） Ⅳ－１－① 

2-5 医療施設及び関係者の絶

対的不足・被災、支援ル

ートの途絶、エネルギー

供給の途絶による医療機

能の麻痺 

南九州西回り自動車道建設促進事業（再掲

2-1） 
Ⅳ－４－③ 

（仮称）唐浜臨海道路整備事業 Ⅳ－４－③ 

川内川高潮対策促進事業（再掲 2-1） Ⅳ－１－① 

川内港整備促進事業（再掲 2-1） Ⅳ－６－① 

川内港唐浜埠頭大水深耐震岸壁整備促進事

業（再掲 2-1） 
Ⅳ－６－① 

ヘリポート整備事業（再掲 2-1） Ⅳ－１－① 
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番号 リスクシナリオ 実施事業 
総合計画の 

位置付け 

2-5 医療施設及び関係者の絶

対的不足・被災、支援ル

ートの途絶、エネルギー

供給の途絶による医療機

能の麻痺 

甑島地域診療所医療従事者等確保事業 Ⅰ－１－③ 

特定診療科巡回診療事業 Ⅰ－１－② 

2-6 疫病・感染症等の大規模

発生 
感染症等予防事業 Ⅰ－１－① 

下水道業務継続計画作成事業 Ⅳ－１－① 

2-7 劣悪な避難生活環境等、

不十分な健康管理による

多数の被災者の健康状態

の悪化・死者の発生 

本庁舎設備機器等更新事業（再掲 1-1） Ⅵ－４－② 

建築物耐震改修促進事業（再掲 1-1） Ⅳ－２－③ 

公営住宅ストック総合改善事業（再掲

1-1） 
Ⅳ－２－③ 

総合運動公園防災機能強化事業 Ⅲ－２－④ 

川内駅コンベンションセンター次世代

エネルギーシステム導入事業 
Ⅲ－２－④ 

避難所運営管理事業 Ⅱ－１－① 

避難施設整備事業 Ⅳ－１－① 

災害時における要支援者の避難支援事業 Ⅰ－４－④ 

避難行動要支援者避難支援事業 Ⅰ－４－④ 

緊急通報体制等整備事業 Ⅰ－３－② 

高齢者施設避難対策事業 Ⅰ－３－①②③ 
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番号 リスクシナリオ 実施事業 
総合計画の 

位置付け 

3-1 市職員・施設等の被災に

よる行政機能の大幅な低

下 

本庁舎設備機器等更新事業（再掲 1-1） Ⅵ－４－② 

公営住宅ストック総合改善事業（再掲

1-1） 
Ⅳ－２－③ 

総合運動公園防災機能強化事業（再掲

2-7） 
Ⅲ－２－④ 

川内駅コンベンションセンター次世代エ

ネルギーシステム導入事業（再掲 2-7） 
Ⅲ－２－④ 

市業務継続計画作成事業 Ⅳ－１－① 

4-1 災害時に活用する情報サ

ービスが機能停止し、情

報の収集・伝達ができず、

避難行動や救助・支援が

遅れる事態 

防災行政無線通信施設等整備事業（再掲

1-5） 
Ⅳ－１－① 

防災用移動局無線機整備事業 Ⅳ－１－① 

公共災害集計及び地区災害集計に係る災

害調査体制整備事業 
Ⅳ－１－① 

地域情報化推進事業 Ⅳ－５－② 

光ファイバー管理事業 Ⅳ－５－① 

避難行動要支援者避難支援事業（再掲

2-7） 
Ⅰ－４－④ 

緊急通報体制等整備事業（再掲 2-7） Ⅰ－３－② 

高齢者施設避難対策事業（再掲 2-7） Ⅰ－３－①②③ 

広報管理事業 Ⅵ－３－① 

消防指令センター機器更新事業 Ⅱ－１－② 
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番号 リスクシナリオ 実施事業 
総合計画の 
位置付け 

5-1 サプライチェーンの寸断
等による企業の生産力低
下 

橋梁維持補修事業 Ⅳ－４－① 

道路維持補修事業 Ⅳ－４－① 

川内川高潮対策促進事業（再掲 2-1） Ⅳ－１－① 

川内港整備促進事業（再掲 2-1） Ⅳ－６－① 

川内港唐浜埠頭大水深耐震岸壁整備促進
事業（再掲 2-1） 

Ⅳ－６－① 

南九州西回り自動車道建設促進事業（再
掲 2-1） 

Ⅳ－４－③ 

5-2 重要な産業施設の損壊、
火災、爆発等 常備消防一般管理事業 Ⅱ－１－② 

5-3 基幹的陸上海上交通ネッ
トワークの機能停止によ
る物流・人流への甚大な
影響 

川内川高潮対策促進事業（再掲 2-1） Ⅳ－１－① 

川内港整備促進事業（再掲 2-1） Ⅳ－６－① 

川内港唐浜埠頭大水深耐震岸壁整備促進
事業（再掲 2-1） 

Ⅳ－６－① 

橋梁維持補修事業（再掲 5-1） Ⅳ－４－① 

道路維持補修事業（再掲 5-1） Ⅳ－４－① 

南九州西回り自動車道建設促進事業（再
掲 2-1） 

Ⅳ－４－③ 

5-4 食料等の安定供給の停滞 
避難道路整備事業（再掲 2-1） Ⅳ－１－① 

橋梁維持補修事業（再掲 5-1） Ⅳ－４－① 

道路維持補修事業（再掲 5-1） Ⅳ－４－① 

川内川高潮対策促進事業（再掲 2-1） Ⅳ－１－① 

川内港整備促進事業（再掲 2-1） Ⅳ－６－① 

川内港唐浜埠頭大水深耐震岸壁整備促進
事業（再掲 2-1） 

Ⅳ－６－① 
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番号 リスクシナリオ 実施事業 
総合計画の 

位置付け 

5-4 食料等の安定供給の停滞 
活動火山周辺地域防災営農対策事業 Ⅲ－１－② 

海岸保全施設長寿命化計画策定事業 Ⅳ－１－① 

水産物供給基盤機能保全事業 Ⅳ－１－① 

南九州西回り自動車道建設促進事業（再

掲 2-1） 
Ⅳ－４－③ 

備蓄物資整備事業（再掲 2-1） Ⅳ－１－① 

5-5 災害等による用水供給途

絶に伴う生産活動への甚

大な影響 

危機管理マニュアル(応急給水体制)作成

事業 
Ⅱ－３－① 

水土利用事業 Ⅲ－１－② 

6-1 ライフライン（上水道、

汚水処理施設、電気等）

の長期間にわたる機能の

停止 

総合運動公園防災機能強化事業（再掲

2-7） 
Ⅲ－２－④ 

川内駅コンベンションセンター次世代エ

ネルギーシステム導入事業（再掲 2-7） 
Ⅲ－２－④ 

下甑島簡易水道整備事業（基幹改良）（再

掲 2-1） 
Ⅱ－３－① 
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番号 リスクシナリオ 実施事業 
総合計画の 

位置付け 

6-1 ライフライン（上水道、

汚水処理施設、電気等）

の長期間にわたる機能の

停止 

川内地区公共下水道整備事業 Ⅱ－３－① 

小型合併処理浄化槽設置整備事業 Ⅱ－３－③ 

下水道業務継続計画作成事業（再掲 2-6） Ⅳ－１－① 

下水道ストックマネジメント事業（再掲

1-4） 
Ⅳ－１－① 

農業集落排水事業 Ⅱ－３－③ 

6-2 交通インフラの長期間に

わたる機能停止 

南九州西回り自動車道建設促進事業（再

掲 2-1） 
Ⅳ－４－③ 

（仮称）唐浜臨海道路整備事業（再掲 2-5） Ⅳ－４－③ 

一般道路整備事業 Ⅳ－４－② 

電源立地校区振興事業（再掲 2-2） Ⅳ－４－② 

横馬場田崎線整備事業（再掲 1-2） Ⅳ－４－② 

中郷五代線整備事業 Ⅳ－４－② 

橋梁維持補修事業（再掲 5-1） Ⅳ－４－① 

避難道路整備事業（再掲 2-1） Ⅳ－４－① 

一般国道３号上川内地区景観整備事業（再

掲 1-1） 
Ⅳ－４－③ 

港湾管理事業 Ⅳ－４－① 

漁港維持補修事業 Ⅲ－１－② 
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番号 リスクシナリオ 実施事業 
総合計画の 

位置付け 

6-2 交通インフラの長期間に

わたる機能停止 
川内川高潮対策促進事業（再掲 2-1） Ⅳ－１－① 

川内港整備促進事業（再掲 2-1） Ⅳ－６－① 

川内港唐浜埠頭大水深耐震岸壁整備促進

事業（再掲 2-1） 
Ⅳ－６－① 

天辰第一地区土地区画整理事業（再掲

1-2） 
Ⅳ－２－② 

天辰第二地区土地区画整理事業（再掲

1-2） 
Ⅳ－２－② 

7-1 地震に伴う市街地の大規

模火災による多数の死傷

者の発生 

消防団施設整備事業（再掲 1-2） Ⅱ－１－② 

消防団資機材整備事業（再掲 1-2） Ⅱ－１－② 

消防施設整備事業（再掲 2-3） Ⅱ－１－② 

消防資機材整備事業（再掲 2-3） Ⅱ－１－② 

防火水槽整備事業 Ⅱ－１－② 

観光客安全促進事業 Ⅲ－３－① 

天辰第一地区土地区画整理事業（再掲

1-2） 
Ⅳ－２－② 

天辰第二地区土地区画整理事業（再掲

1-2） 
Ⅳ－２－② 

温泉場土地区画整理事業（再掲 1-2） Ⅳ－２－② 

川内川市街部改修事業（再掲 1-2） Ⅳ－１－① 

都市公園事業 Ⅱ－４－② 
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番号 リスクシナリオ 実施事業 
総合計画の 

位置付け 

7-1 地震に伴う市街地の大規

模火災による多数の死傷

者の発生 

災害予防応急対策事業（再掲 1-1） Ⅳ－１－② 

学校安全事業（再掲 1-1） Ⅴ－１－② 

児童福祉避難施設における避難確保計画

促進事業（再掲 1-1） 
Ⅳ－１－② 

防災体制整備事業（再掲 1-1） Ⅱ－１－① 

防火指導訪問事業（再掲 1-2） Ⅱ－１－② 

7-2 海上・臨海部の広域災害

の発生 
災害予防応急対策事業（再掲 1-1） Ⅳ－１－② 

児童福祉避難施設における避難確保計画

促進事業（再掲 1-1） 
Ⅳ－１－② 

防災体制整備事業（再掲 1-1） Ⅱ－１－① 

学校安全事業（再掲 1-1） Ⅴ－１－① 

消防団施設整備事業（再掲 1-2） Ⅱ－１－② 

消防団資機材整備事業（再掲 1-2） Ⅱ－１－② 

7-3 沿線・沿道の建物倒壊に

よる直接的な被害及び交

通麻痺 

木造住宅耐震診断補助事業（再掲 1-1） Ⅳ－２－③ 

木造住宅耐震改修工事補助事業（再掲

1-1） 
Ⅳ－２－③ 

危険ブロック塀等解体撤去促進事業（再

掲 1-1） 
Ⅳ－２－③ 

一般国道３号上川内地区景観整備事業（再

掲 1-1） 
Ⅳ－４－③ 



- 61 - 

 

 

番号 リスクシナリオ 実施事業 
総合計画の 
位置付け 

7-4 ため池、防災インフラ等
の損壊・機能不全による
多数の死傷者の発生 

ため池ハザードマップ作成事業 Ⅳ－１－① 

海岸保全施設長寿命化計画策定事業（再
掲 5-4） 

Ⅳ－１－① 

水産物供給基盤機能保全事業（再掲 5-4） Ⅳ－１－① 

橋梁維持補修事業（再掲 5-1） Ⅳ－４－① 

道路維持補修事業（再掲 5-1） Ⅳ－４－① 

清浦ダム管理事業（再掲 1-4） Ⅳ－１－① 

湛水防除施設維持補修事業（再掲 1-4） Ⅳ－１－① 

7-5 有害物質等の大規模拡
散・流出 消防法に基づく危険物規制事業 Ⅱ－１－② 

川内川水系水質汚濁対策連携事業 Ⅱ－２－③ 

広報調査事業 Ⅱ－１－③ 

原子力防災訓練事業 Ⅱ－１－③ 

7-6 農地・森林等の荒廃によ
る被害の拡大 市単土地改良事業 Ⅲ－１－② 

急傾斜地崩壊対策事業（再掲 1-5） Ⅳ－１－② 

県単砂防事業（再掲 1-5） Ⅳ－１－② 

林道建設事業（再掲 2-2） Ⅲ－１－② 

林業施設維持管理事業 Ⅲ－１－② 

治山事業（再掲 1-5） Ⅳ－１－② 
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番号 リスクシナリオ 実施事業 
総合計画の 

位置付け 

7-6 農地・森林等の荒廃によ

る被害の拡大 
鳥獣被害対策実践事業 Ⅲ－１－② 

有害鳥獣駆除対策事業 Ⅲ－１－② 

8-1 大量に発生する災害廃棄

物の処理の停滞により復

興が大幅に遅れる事態 

災害廃棄物処理計画作成事業 Ⅱ－２－① 

8-2 復興を支える人材等の不

足、より良い復興に向け

たビジョンの欠如等によ

り復興できなくなる事態 

地域防災連絡調整会議事業 Ⅱ－１－① 

8-3 広域地盤沈下等による浸

水被害の発生により復興

が大幅に遅れる事態 

川内川高潮対策促進事業（再掲 2-1） Ⅳ－１－① 

川内港整備促進事業（再掲 2-1） Ⅳ－６－① 

川内港唐浜埠頭大水深耐震岸壁整備促進

事業（再掲 2-1） 
Ⅳ－６－① 

8-4 貴重な文化財や環境的資

産の喪失、地域コミュニ

ティの崩壊等による有

形・無形の文化の衰退・

損失 

コミュニティセンター維持管理事業 Ⅵ－１－① 

自治会育成事業（再掲 1-1） Ⅵ－１－② 

甑ミュージアム整備事業（再掲 1-3） Ⅴ－４－①② 

歴史資料レスキュー事業 Ⅴ－４－① 

入来麓街なみ環境整備事業 Ⅴ－４－② 
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第７章 本計画の推進 

 

第１節 本計画の進捗管理 

市地域計画の進捗管理は、ＰＤＣＡ（Plan-Do-Check-Action）サイクルにより行うこと

とし、毎年度、指標や各施策の進捗状況を踏まえながら検証を行い、必要に応じて計画の

見直しを図っていくこととする。 

 

第２節 本計画の見直し 

市地域計画の見直しに当たっては、国、県の国土強靱化施策の動向を踏まえたものとす

るため、概ね５年ごとに実施することとし、国基本計画及び県地域計画の改定後、速やか

に市地域計画の見直しを行うこととする。 

なお、計画期間中であっても、社会情勢の変化や施策の進捗等を踏まえ、必要に応じて

計画を見直すこととする。 

 

第３節 市の他の計画等の必要な見直し 

市地域計画は、地域の強靱化の観点から、市における様々な分野の計画等の指針となる

ものであることから、市地域計画で示された指針に基づき、他の計画等においては、必要

に応じて内容の修正の検討及びそれを踏まえた所要の修正を行う。 
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参考資料 

 

■ 用語の説明 

か行 

・ 業務継続計画（ＢＣＰ） 

ＢＣＰは、Business Continuity Plan の略。災害や事故等の発生により、利用できる

資源に制約がある状況下においても、重要業務を中断せず、中断した場合でも迅速に重

要な機能を再開させ、業務中断に伴うリスクを最低限にするために、平時から事業継続

について戦略的に準備しておく計画である。 

 

・ 業務継続マネジメント（ＢＣＭ ） 

ＢＣＭは、Business Continuity Management の略。ＢＣＰの策定から推進、見直しな

ど全体を管理すること。 

 

さ行 

・ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ） 

ＤＭＡＴは、Disaster Medical Assistance Team の略。医師、看護師、業務調整員で

構成される機動性を持った専門的な訓練を受けた医療チームであり、大規模災害が発生

した現場等において、災害急性期（概ね４８時間以内）の活動を担う。 

 

・ サプライチェーン 

原材料の供給、部品の供給、輸送、生産、販売など製品の全体的な流れに携わる複数

の企業間の連携を、一つの連続したシステムとして捉えた場合の名称 

 

・ ストックヤード 

災害廃棄物を一時的に保管する場所のこと。 

 

・ 全国瞬時警報システム（Ｊアラート） 

通信衛星を利用し、国が発する緊急情報を都道府県及び全国の市町村へ瞬時に伝達す

るシステムのこと。 

 

は行 

・ ハザードマップ 

地域や都市の状況に合わせ、危険情報を公開・掲載した被害予測図であり、土砂災害

や浸水の危険区域、地震時の避難場所、避難経路などを記載している。 
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■ 第２次薩摩川内市総合計画後期基本計画 施策体系図 
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